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市　章
旧野々市町、富奥村の合併5周年を記念して、昭和35年6月15日
に制定されました。市章は、平仮名で“のの”を組み合わせ分銅を
形成し、市の融和発展を象徴した簡潔清爽な意匠となっています。

市の花木
市の花木は椿（ツバキ）です。
（昭和49年6月19日選定）
椿には「野々市」という、本市の名称を冠した白にうすく朱鷺色が
かかった美しい品種があります。

市の宣言
愛と和の都市宣言		 昭和49年6月19日			決議
平和都市宣言	 	 昭和59年3月19日			決議
ゆとり創造宣言	 	 平成		2年6月22日			決議
健康都市宣言	 	 平成		2年6月22日			決議
美しいまちづくり宣言	 平成		9年9月19日			決議

N O N O I C H I   市 の 概 要

2



発 刊 のご あ いさつ

第 二 次 総 合 計 画

市制施行から10年が経ちました。
「十年ひと昔」といいますが、本当にそのとおりで、10年前には思いも

しなかった新型コロナウイルス感染症の世界的な蔓延と甚大な影響によ
り、私たちの生活様式にも大きな変化が生じました。

このような劇的な変化が生じた社会情勢の中、本市のこれまでの10
年間を振り返りますと、市制施行後に第一次総合計画をスタートし、「市
民協働のまちづくり」「野々市ブランドの確立」「公共の経営」の理念のも
と、市民の皆様と共にまちづくりを進めてまいりました。

その成果が着実に実を結び、住みよいまち、便利なまちといった評価を
いただき、野々市のイメージのブランド化につながったと感じております。

第二次総合計画の策定にあたっては、前計画において最も大切にして
いた「市民協働のまちづくり」の理念に基づいて、作業部会やワークショッ
プ、パブリックコメントなど、さまざまな場面で多くの市民の皆様に参画し
ていただきました。

市民の皆様からいただきました貴重なご意見やご提案などを反映し、
本計画を策定することができたことを大変嬉しく感じております。

本計画に基づき、今後も「市民協働のまちづくり」を推し進めていくとと
もに、情報通信技術の進展や、この度の新型コロナウイルス感染症の影
響のような社会の変化にも柔軟に対応できるよう、デジタルトランスフォー
メーションやSDGsの推進を図りながら、将来都市像の実現に向けて、ま
ちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。　

最後に、本計画の策定にあたり、総合計画審議会委員の皆様をはじ
め、さまざまな機会を通じて貴重なご意見をいただきました市民の皆様、
並びに関係各位に厚く感謝を申し上げます。

令 和 4 年 3 月

野々市市長　粟   貴 章 
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●用語解説について
　資料編に用語解説が記載されています。
　例）オンラインP151	→	資料編P151に解説が記載されています。
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１. 計画策定に当たって

　野々市市では、平成24年に野々市市第一次総合計画（以下、「第一次計画」）を策定し、
この計画をまちづくりの最上位計画として市政運営を行ってきました。
　第一次計画では、「人の和で 	椿十徳 	生きるまち」を将来都市像として、市民自身が
地域に誇りと愛着を持ちまちづくりに取り組む「市民協働のまちづくり」や、野々市市だ
けが持つ特性や資源を生かし、市の魅力や価値、好感度を高める「野々市ブランドの確
立」、行政サービスに民間企業経営の考え方を取り入れる「公共の経営」を理念としてま
ちづくりを進めてきました。
　この間、全国的な人口減少の進行、雇用環境の変化、持続可能な社会の構築に向けた
取組の進展、感染症の流行など、社会経済情勢が大きく変化してきました。野々市市で
も、他地域に比べて比較的緩やかだった高齢化が本格的に進行しているほか、転入者が
転出者を上回る社会増加の幅が小さくなるなど新たな課題が明らかになってきていま
す。
　このたび、第一次計画の計画期間終了に伴い、このような社会変化や新たな課題に対
応するために、野々市市第二次総合計画を策定し、これまで進めてきた取組を踏襲しな
がら、野々市市のさらなる発展と持続可能なまちづくりをめざします。

２. 策定の進め方

市民と共につくる計画
　総合計画は、野々市市におけるまちづくりの基本的な事項を定めている「野々市市
まちづくり基本条例」の基本理念に基づき策定する、市のまちづくりにおける最上位
の計画です。
　「野々市市まちづくり基本条例」で掲げている「協働によるまちづくり」を推進する
ために、計画策定の段階から、行政だけでなく、野々市市に関わるさまざまな人々と共
に、考えや方向性を共有しながら検討し、総合計画審議会での審議を経て、計画を策
定することができました。

取組内容
　この計画を策定する過程で行われた取組の内容は、次のとおりです。
　（詳細については資料編をご覧ください。）

c h a p t e r  0 1   I ．は じ め に
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①市民意識調査
　市民意識調査は、現在野々市市に住んでいる市民と、県外に住む野々市市出身者
で組織する「野々市会」の会員を対象に実施しました。
　意識調査の回答をみると、市民の7割以上、出身者の9割以上が野々市市に誇り
や愛着を感じていることや、市民の9割以上が住みやすいまちだと感じていること
がうかがえる一方で、個性や特色があるまちだと感じている市民は少ないというこ
とがわかりました。このほかにも、個別の取組についての評価や、10年後の理想の
まちのあり方など、さまざまな項目についての意見をいただいており、将来都市像
や基本目標の検討、個別の施策の内容の検討に生かしました。

種別 対象 対象数 回答数 回収率

市　民 満20歳以上の野々市市民 3,500件 1,496件 42.7%

出身者 「野々市会」の会員 66件 33件 50.0%

計 3,566件 1,529件 ―

②市民ワークショップ
　令和2年10月25日に、市民15名、市職員10名が参加して、「みんなで考えよう！
未来の	ののいち」と題したオンラインP151ワークショップを開催しました。
　「人種、性別に関係なく住みやすいまちになってほしい」、「学生の多いまちなの
で、学生が率先してまちづくりに関わり、学生との意見交換ができるような場所を
設けてほしい」といった意見をいただきました。

③ののいち若者みらいミーティング
　令和3年7月10日に、市内の若者16名（内訳：中学生4名、高校生4名、大学生8
名）とファシリテーターP155として市の若手職員4名が参加して、「ののいち若者みら
いミーティング」と題したオンラインワークショップを開催しました。
　野々市市にやってほしいこととして「安全な歩行空間づくり」、「地域公共交通の
充実」、「街灯の設置、見守り活動などによる安心な暮らしの実現」、「学生が暮らし
やすい住環境づくり」といった意見をいただき、「自分たちでもできることがあること
に気づいた」、「これから新しいことがたくさんできたら楽しいまちになると思う」と
いった感想がありました。
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c h a p t e r  0 1

④作業部会
　作業部会は総合計画の具体的な内容を検討する組織として、市民15名、市職員
10名で構成し、令和2年度に4回、令和3年度に3回開催しました。この作業部会で
の議論を通じて、将来都市像や基本目標、施策の具体的な内容を練り上げました。

３. 計画の構成と期間

　この計画は、基本構想、基本計画の2つの階層に分かれています。各階層の概要と計
画期間は、次のとおりです。

基本構想
　中長期的な視点で、野々市市が将来実現したい将来都市像を明らかにし、これらを
実現するための分野ごとの基本目標を示します。計画期間は、令和4年度から令和13
年度までの10年間とします。

基本計画
　将来都市像や基本目標を実現するために必要な取組を「施策」として分野ごとに体
系的に示します。また、施策を進める上で、分野にかかわらず共通して大切にする「基
本姿勢」を示します。社会経済情勢や市民ニーズの変化に柔軟に対応できるよう、計
画期間は令和4年度から令和8年度までの5年間とし、見直しを行います。

総合計画の構成と計画期間

中間見直し

後期基本計画（5年）

基本構想（10年）基本構想

基本計画
前期基本計画（5年）

令和4
年度

令和8
年度

令和9
年度

令和13
年度
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I ．はじ め に

４. 計画の進行管理

　限られた財源、人材を効率的かつ最適に活用し、この計画で定めた取組の効果を高
めていくためには、施策の実施結果を振り返り、財源や人材の配分、施策の実施方法を
見直していく必要があります。そのためにPlan（計画）－Do（実施）－Check（評価）－
Action（改善）のサイクルによって施策の進行管理を行い、効率的・効果的に施策を展開
していきます。

13

序
論



１. 野々市市の成り立ち

沿革
　野々市市には、約3,700年前から約2,500年前の大きな集落跡である「国指定史跡　
御経塚遺跡」や白鳳時代の大寺院跡である「国指定史跡	末松廃寺跡」が残されてお
り、原始、古代から人々の生活と開発が進んだ地域であったことを物語っています。
　中世の時代には、地元の武士団である富樫氏の勢力が強まります。加賀国（かがの
くに）の守護となった富樫氏が守護所を設けたことから、野々市は加賀の政治、経済、
文化の中心地として栄えました。
　旧北国街道が通る本町地区は、江戸時代には宿場町として栄え、現在でも国指定重
要文化財である喜多家住宅や、市指定文化財である旧魚住家住宅、水毛生家住宅と
いった由緒ある建物が残っています。
　また、古くから郷土に伝わる盆踊りである“野々市じょんから節”は、毎年夏に開か
れる「野々市じょんからまつり」のときに歌と踊りが繰り広げられます。このほかにも虫
送りや獅子舞、豊年野菜みこしといった季節を通じた伝統行事が、世代を超えて脈々
と受け継がれています。
　昭和30年から昭和32年にかけて、野々市町、富奥村、郷村や押野村の一部が合併
し、現在の市域が形成され、「野々市町」となりました。その後、商業施設などの増加、
住宅地の広がりなどにより人口が増加し続け、平成23年11月11日に市制を施行し、
「野々市市」となりました。

位置と地勢
　野々市市は、石川県のほぼ中央、加賀平野の東部に位置し、南北6.7キロ、東西4.5
キロ、面積は13.56平方キロで、県内で最もコンパクトなまちです。
　市域の北部から東部にかけては県庁所在地である金沢市に、西部から南部にかけ
ては白山市に隣接し、肥沃な土地と良質な地下水に恵まれた手取川扇状地上にあり、
山や大きな河川がなく、海に面していない平坦な土地であることが特徴です。
　土地区画整理事業P154により商業施設や宅地の整備など、新たな街並み形成が進
み、また、市の中央部には、市役所や教育・文化などの拠点が集積しています。

c h a p t e r  0 1   Ⅱ ．野 々 市 市 の す が た
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２. 野々市市の現状及び特性

人口・世帯
　野々市市の人口は増加傾向にあり、令和2年には57,238人（国勢調査）になりまし
た。
　総人口のうち、65歳以上の高齢者が占める割合は上昇傾向にあるものの、県内他
市町に比べて低い水準で推移しています。15歳から64歳までの生産年齢人口の割合
は減少していますがその一方で、子育て世帯の転入などにより15歳未満の人口は、平
成12年以降増加が続いています。

野々市市の人口の推移

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

10

20

30

40

50

60

70

80
（人） （％）

年齢不詳 15歳未満人口 15～64歳人口 65歳以上人口

65歳以上人口の割合15歳未満人口の割合 15～64歳人口の割合

（資料）総務省「国勢調査」（各年10月1日現在人口）
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c h a p t e r  0 1

　人口ピラミッドをみると、大学生世代を含む20～24歳の男性が突出して多いほか、
子育て世代にあたる30代、40代の人口が多いことがわかります。

　近年の出生数の減少と死亡数の増加により、自然増の幅は緩やかな減少傾向にあ
ります。また、社会動態は転入数・転出数ともに増減を繰り返していますが、近年はほ
とんどの年で、転入数が転出数を上回る転入超過の状態にあります。

野々市市の人口ピラミッド（令和2年）

（資料）総務省「令和2年国勢調査」
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Ⅱ．野 々 市 市 の す が た

野々市市の自然増減数 P153の推移

出生数 死亡数 自然増減

（資料）野々市市「野々市市統計書」、住民基本台帳
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c h a p t e r  0 1

市民の暮らし
①市民活動
　町内会や市民活動団体P153などをはじめとしたさまざまな団体が、“自分たちのま
ちは自分たちがつくる”という考えのもと、行政と協力し地域課題の解決に向けた
取組を行っています。にぎわいの里ののいちカミーノには、その活動拠点となる市
民活動センターが設置され、登録団体も徐々に増えてきています。

②福祉・医療
　高齢化の進行に伴い、市民一人当たりの医療や年金に係る費用が増加していま
す。また、日常生活に支援や介護を必要とする要支援・要介護者や障害のある人の
数も増加傾向にあります。

③教育
　子育て世代の増加に伴い、小中学校とも児童生徒数が増加傾向にあり、教育施
設の増改築などによって対応しています。
　教育関連施設としては、新しい図書館として学びの杜ののいちカレードが平成
29年に開館し、大きく利用者数を伸ばしています。そのほか、市内に立地する金沢
工業大学や石川県立大学をはじめ、市内外の大学と連携協定を締結するなど、教
育分野でも地域づくりを進めています。

④安全・安心
　災害に強いまちづくりをめざして、自主防災組織の支援や防災士の育成などを進
めています。今後も地域ぐるみで防災機能の充実や防犯活動の推進に取り組む必
要があります。

市民の暮らしを支える基盤
①産業
　人口が増加している一方で、事業所数（店舗・事務所・工場など）や市内の従業者
数（働く人）の増減はほとんどありません。産業構造をみると、サービス業などの第3
次産業で働く人が85%以上を占めており、石川県内でも高い比率になっています。
内訳をみると「卸売業・小売業」（31.4％）、「宿泊業・飲食サービス業」（13.4％）、「医
療・福祉」（10.9％）といった業種で働く人が多くなっています。
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Ⅱ．野 々 市 市 の す が た

②環境
　市内には、山や海、大きな河川は無いものの、公園や農地などが多く点在し、季節
の彩りを身近に感じることができる住環境の整備が進んでいます。
　また、人口の増加に伴いごみ集積所が増えていますが、一人当たりのごみ排出量
は減少傾向にあり、市民一人ひとりのごみの削減が進んでいるといえます。

③土地利用
　土地区画整理事業などにより市街地が拡大している一方で、農地の減少が進ん
でいます。「野々市市都市計画マスタープラン」では、市街地と農地のバランスのと
れた土地利用を図るとともに、「野々市市立地適正化計画」に基づき、将来の人口減
少時代に備えて適切な都市機能の配置や居住の誘導を行い、集約的な市街地形成
を進めています。

野々市市内の産業（3部門）別の従業者数構成比（平成28年）

（資料）経済産業省「平成28年経済センサス活動調査」
（％）
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第3次産業の比率が高い
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c h a p t e r  0 1

財政
　歳入についてみると、市税は市民からの個人市民税比率が高い一方で、市内にある
企業などからの法人市民税比率が低い傾向にあります。歳出については、小学校の改
修や学びの杜ののいちカレードの建設が行われた年には、投資的経費P154が一時的に
増加しています。また、高齢化の進行や、児童手当や医療費助成といった子育て支援施
策の対象範囲の拡大などにより、扶助費P155が増加傾向にあります。
　また、令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症対策の事業実施に伴い、歳
入歳出が大幅に増加しています。

野々市市の普通会計 P155歳入決算額の推移
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国庫支出金
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（資料）野々市市「財政のあらまし」
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Ⅱ．野 々 市 市 の す が た

市税の内訳（令和2年度決算）

（資料）野々市市「財政のあらまし」
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１. 少子高齢化の進行と人口減少社会の到来

　日本の総人口は、近年減り続けており、国の研究機関の推計によると、令和11年に
1億2,000万人を、令和35年には1億人を下回ると予測されています。総人口の減少と同
時に、少子高齢化が一層進むため、生産年齢人口の減少、税収の減少による行政の財政
状況の悪化、担い手の減少による地域活動の衰退といった影響が心配されています。
　現在のところ、野々市市は、4年制の大学が2校あり大学生が多いほか、子育て世帯が
多く転入してきていることなどから、少子高齢化の進み方は比較的緩やかですが、長い
目で見ると全国と同じように少子高齢化が進むと見込まれ、そのような将来を見据えた
まちづくりが必要になります。

２. 価値観や暮らし方・働き方の多様化

　働く女性が増えるなど女性の社会進出に従って、夫婦が共に働いている共働き世帯
が増加しています。また、世帯構成もかつては「夫婦と子」といういわゆる核家族世帯が
最も多かったのに対し、現在では一人暮らしの世帯が最も多くなっており、家族や生活
のあり方が変化しています。
　さらに、働き方にも変化が生じており、出勤せずに仕事をすることができるテレワークP154

c h a p t e r  0 1   Ⅲ ．野 々 市 市 を 取 り 巻 く 社 会 動 向

日本の将来推計人口

（資料）総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
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やサテライトオフィスP152の活用など柔軟な働き方をする人が増えています。このような
流れは新型コロナウイルス感染症などの対策の推進により、ますます加速することが予
想されます。このような価値観や暮らし方・働き方の変化に伴い、市民が行政に求めるこ
とも複雑・多様化すると考えられ、柔軟に対応していく必要があります。

３. 産業を取り巻く環境変化・情報通信技術の発展

　近年、日本の産業は、情報通信技術の急速な発展・普及とグローバル化により、「第4
次産業革命P153」ともいわれる大きな変化の時代にあります。
　シェアリングエコノミーP153の普及や、自動車や家電などの「モノ」とインターネットを
つなげ、データを相互に共有することでより便利に利用することができるIoTP156技術の
進展など、インターネットやデータを用いた新たなサービスなどが広がっており、産業の
あり方や人々の生き方・暮らし方が大きく変わりつつあります。国は、このような技術革
新が進むことにより、仮想空間と現実空間が結びつき、経済発展と社会課題の解決を両
立する、人間中心の新たな未来社会（Society	5.0）を実現することをめざしています。
　このような社会においては、デジタルトランスフォーメーション（DX）と呼ばれるデジ
タル化P154を進めて、生活や仕事の上での利便性向上と効率化を図る取組を進める必要
があります。野々市市においても、インターネット上での行政手続きの拡大や、市が持つ
行政データを広く利用できるようにするなど、さまざまな分野でDXを推進し、市民の生
活の質や利便性の向上につなげていく必要があります。

「Soc ie ty 	 5 . 0」の概念図

（資料）内閣府「Society 5.0 『科学技術イノベーションが拓く新たな社会』」
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c h a p t e r  0 1

４. 安全・安心への意識の高まり

　日本は、地形、地質、気候などの自然的条件から、多くの自然災害の被害を受けてきま
した。地震については、平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震などで非常に
大きな被害が発生しました。将来も東南海・南海地域における巨大地震や首都直下地震
の発生が心配されており、野々市市付近においても、森本・富樫断層帯の活動の可能性
が想定されています。また、最近は、気候変動（地球温暖化）の影響と考えられる台風や
豪雨なども数多く発生しています。
　国は、平成26年6月に「国土強靭化基本計画P152」を策定し、避難施設の整備、危険な
場所を記したハザードマップの作成、避難訓練の実施などさまざまな面から防災・減災
に取り組んでいます。
　野々市市においても、令和3年に「野々市市国土強靭化地域計画」を策定し、計画的に
災害に強いまちづくりをめざして取り組んでいます。
　災害対策においては、自分の命は自分で守り、近所や地域でお互いに助け合うことが
重要です。その上で、行政も災害対策の役割をしっかりと果たすことにより、万一の際の
被害を小さくし、復旧・復興を早めることができます。
　野々市市においても避難所や各公共施設の耐震化などを進めていますが、近年、避難
訓練の参加率が上昇傾向にあるなど、個人や地域の取組も広く根付いてきていると考え
られます。今後は高齢化によって避難が難しい人が増加すると見込まれており、個人や
地域、行政の連携を進めながら地域全体で防災力を高めていくことがますます求められ
ています。

５. 地球環境保全、自然との共生への関心の高まり

　平成27年12月に採択されたパリ協定では、途上国を含む全ての主要排出国に対し
て、二酸化炭素に代表される温室効果ガスの排出を抑える努力が求められています。日
本においても、太陽光発電を中心に温室効果ガスを出さない再生可能エネルギーP152の
利用が広まっていますが、諸外国と比べて、その発電量が多いとはいえない状況です。国
は、再生可能エネルギーによる発電量をさらに増やしていくとともに、二酸化炭素を出さ
ない「脱炭素化」に向けて、大規模な発電所だけではなく、地域でエネルギーを生み出す
ことができる仕組みを整えていくとしています。
　廃棄物対策に関しては、近年、海洋プラスチックごみが生態系に与える影響につい
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Ⅲ ．野 々 市 市 を 取り巻 く社 会 動 向

て心配されており、令和元年に大阪市で開催されたG20サミットにおいて、2050（令和
32）年までに海洋プラスチックごみによる新たな汚染をゼロにまで削減することをめざ
すことが掲げられています。
　野々市市では、「環境保全のために行動するひとづくり」を重視し、環境教育、啓発活
動に取り組んできました。今後もさらに自然との共生についての市民意識を高め、協働
で環境保全を一層進めていく必要があります。

６. 幅広い人々の参画による市民主体のまちづくり

　価値観や暮らし方・働き方の多様化などに伴い、市民が行政に求める公共サービスは
複雑化し、種類も増えています。一方で、財政状況が厳しい国や地方公共団体は、サービ
スの提供方法や種類を見直す必要が出てきており、行政だけでは必ずしも対応しきれな
いことが増えてきています。このような状況から、個人が主体的に活動する「自助」や町
内会などの地域コミュニティやNPO、事業者、市民などと行政が協働して地域課題の解
決にあたる「共助」の必要性が高まっています。
　これまで以上に協働による取組を進めて、市民・事業者の力をまちづくりに生かしてい
くためには、お互い同じ目線で協力できるように情報の共有や信頼関係づくりなどを進
めていくことが必要です。
　また、地域コミュニティでは、高齢化の進行による担い手不足から活発な活動が難し
くなっている面もあり、若い人たちが地域活動に参加しやすい環境づくりを進めていく
ことも重要です。
　特に野々市市は、新しく転入してきた大学生や子育て世帯が多いことから、それぞれ
が無理なく地域活動に参加し、以前から住んでいる人たちと力を合わせて地域づくりを
行える仕組みをつくっていく必要があります。
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c h a p t e r  0 1

７. 持続可能な社会の実現に向けた取組の広がり

　2015（平成27）年9月の国連総会において全会一致で採択されたSDGs（持続可能な
開発目標）P156は、	17の目標（ゴール）と169の指標（ターゲット）から成り、地球環境や
経済活動、人々の暮らしなどを持続可能にするために、全ての国連加盟国が2030（令和
12）年までに取り組む行動計画です。SDGsでは、基本理念として、世界中の「誰一人取り
残さない」という、全ての人を温かく包み込む世の中をつくっていくことの重要性を強調
しており、世界全体の「経済」、「社会」、「環境」を一体的なものとして、統合的に解決して
いくことをめざしています。これを受け、日本では平成28年12月にSDGs実施指針が策
定されました。実施指針には、SDGsを全国的に実施するためには、広く全国の地方公共
団体やその地域で活動するステークホルダーP153による積極的な取組を推進することが
不可欠であることが記載されています。
　野々市市としても、国の取組を踏まえつつ、市民や市内の大学や事業者、そして近隣市
町と幅広く連携を図り、SDGsへの理解の促進やSDGs達成に向けた取組の推進を図る
必要があります。

８. 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活様式の変化

　令和元年度に発生した新型コロナウイルス感染症は世界的規模で大流行し、令和2年
4月には、初の緊急事態宣言が出され、不要不急の移動自粛に加え、学校の休校や幅広
い商業施設などに対する休業要請など、市民生活・経済活動に大きな影響が出ました。
　感染症拡大を防ぐためには、三密回避をはじめとする「新しい生活様式」への対応が
求められています。それに伴うテレワークやリモート会議の急速な普及などは、人々の暮
らし方・働き方に大きな影響を与えたほか、東京一極集中の見直しなど、今後、都市・地
域のあり方に大きな影響を与える可能性があります。
　野々市市においては、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、「新しい生活様
式」の周知やワクチン接種の実施など、市内における感染症拡大防止に向けたさまざま
な取組を実施してきました。今後も、感染症対策を実施するとともに、新型コロナウイル
ス感染症の収束後を見据えて施策に取り組む必要があります。
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Ⅲ ．野 々 市 市 を 取り巻 く社 会 動 向

SDGsの17のゴール

（資料）外務省

1．貧困をなくそう
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

2．飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実
現し、持続可能な農業を促進する

3．すべての人に健康と福祉を
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確
保し、福祉を促進する

4．質の高い教育をみんなに
すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育
を提供し、生涯学習の機会を促進する

5．ジェンダー平等を実現しよう
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児
の能力強化を行う

6．安全な水とトイレを世界中に
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能
な管理を確保する

7．エネルギーをみんなに
　そしてクリーンに
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近
代的エネルギーへのアクセスを確保する

8．働きがいも経済成長も
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の
完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい
雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

9．産業と技術革新の基盤をつくろう
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持
続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進
を図る

10．人や国の不平等をなくそう
各国内及び各国間の不平等を是正する

11．住み続けられるまちづくりを
包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能
な都市及び人間居住を実現する

12．つくる責任 つかう責任
持続可能な生産消費形態を確保する

13．気候変動に具体的な対策を
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策
を講じる

14．海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、
持続可能な形で利用する

15．陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持
続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地
の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

16．平和と公正をすべての人に
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、
すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベル
において効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

17．パートナーシップで
　   目標を達成しよう
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グ
ローバル・パートナーシップを活性化する

新しい生活様式の実践例

（資料）厚生労働省
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野々市市の
まちづくりの課題

高齢化の進行に備えた
ハード・ソフトの
環境整備

活動につながる地域への
誇り・愛着と関係人口との

つながりづくり

文教都市としての
ブランド化と
発信力の強化

まちの活力の維持・向上
（企業誘致、起業・
創業支援、若者支援）

1

2

3

4

少子高齢化の進行を少し
でも和らげる環境整備と、
市民ニーズの高い公共交通
の充実が必要

市民に野々市市に誇り・愛着
を持ち続けてもらうことや、
関係人口とのつながりをつ
くることが重要

大学・大学生との交流を
さらに深めつつ、「大学のまち」
をまちの特色・個性として、
発信力を高めることが重要

若い世代が働ける場を増や
し、チャレンジできる環境を
整えて、まちの活力を高める
ことが重要

野々市市の
現状及び特性

子育て世帯をはじめとする人口の堅調な増加
世帯数、特に一人暮らしの世帯の増加
市民協働の活動拠点の設置
新しい図書館の誕生
市内の大学との連携協定の締結
サービス業比率の高い産業構造
低い法人市民税比率
扶助費の増大

●

●

●

●

●

●

●

●

少子高齢化の進行と人口減少社会の到来
価値観や暮らし方・働き方の多様化
産業を取り巻く環境変化・情報通信技術の発展
安全・安心への意識の高まり
地球環境保全、自然との共生への関心の高まり
幅広い人々の参画による市民主体のまちづくり
持続可能な社会の実現に向けた取組の広がり
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活様式の変化

●

●

●

●

●

●

●

●

野々市市を
取り巻く
社会動向

市民の意見

●

●

●

自信を持ってアピールできるまちに
大学生との連携、交流の促進
起業支援の充実が必要

作業部会

●

●

●

学生の力が発揮されるまちに
子育て世代と地域のつながりをつくることが必要
誰もが挑戦しやすい環境の整備が必要

市民ワークショップ

●

●

●

●

●

多くの市民が市に誇りと愛着を持つ
住みやすいまちとしての評価が高い
福祉や公共交通へのニーズが高い
まちの特色・個性の発揮とその発信力に課題
地域活動に参加意欲はあっても、参加できていない人がいる

市民意識調査

	 	これまでの野々市市の現状・特性や野々市市を取り巻く社会動向、市民意識調査や作業部会
などでの市民の意見を踏まえ、この総合計画におけるまちづくりの主な課題を整理しました。

c h a p t e r  0 1   Ⅳ ．ま ち づ くり の 課 題
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野々市市の
まちづくりの課題

高齢化の進行に備えた
ハード・ソフトの

環境整備

活動につながる地域への
誇り・愛着と関係人口との

つながりづくり

文教都市としての
ブランド化と
発信力の強化

まちの活力の維持・向上
（企業誘致、起業・
創業支援、若者支援）

1

2

3

4

少子高齢化の進行を少し
でも和らげる環境整備と、
市民ニーズの高い公共交通
の充実が必要

市民に野々市市に誇り・愛着
を持ち続けてもらうことや、
関係人口とのつながりをつ
くることが重要

大学・大学生との交流を
さらに深めつつ、「大学のまち」
をまちの特色・個性として、
発信力を高めることが重要

若い世代が働ける場を増や
し、チャレンジできる環境を
整えて、まちの活力を高める
ことが重要
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c h a p t e r  0 1

            高齢化の進行に備えたハード・ソフトの環境整備

　野々市市は、若い子育て世代や、複数の大学の立地に伴う若者の転入などにより、順
調に人口が増加してきました。しかし、徐々に自然増加、社会増加とも鈍化しており将来
的な人口減少も危惧されます。高齢化率についても、現時点では他の自治体よりも低い
割合にあるものの、今後大きく上昇すると見込まれます。
　将来想定される人口減少を少しでも抑えるために、既存の子育て施設などの充実と
いったハード面と子育て相談などのソフト面の両方から子どもを産み育てやすい環境を
整備し、若い子育て世代に選ばれるまちづくりをさらに進めることが重要です。また、高
齢化に備え、マイカーに頼り過ぎなくても、公共交通で移動ができる環境の整備が必要
です。
　さらに、SDGsへの関心の高まりを踏まえ、持続可能な社会の構築に向け、社会基盤を
長く有効に活用できるよう計画的に修繕・更新していくことが求められます。

            活動につながる地域への誇り・愛着と関係人口とのつながりづくり

　野々市市は、子育て世代が多く転入し、住んでいる期間が短い市民も多いですが、多く
の市民が野々市市に誇りと愛着を感じています。一方で、野々市市の特色・個性について
は市民もあまり認識できておらず、地域の活動にも、参加意欲はあっても参加できていな
いという人も少なくありません。
　今後の人口減少・高齢化の進行によるさまざまな地域課題に対応するためには、市民
と行政が協働で課題解決に向けた取組を進めることが必要であり、地域コミュニティが
重要な役割を果たします。
　このことから、地域の活性化や課題解決を図る担い手を育成するとともに、末永く
野々市市への誇りと愛着が持てるようなまちづくりを進めることが重要です。
　さらに、市内に住む人だけでなく、市外へ転出した人や、市内の大学を卒業後に国内
外で活躍する人材など、野々市市に何らかのつながりがある「関係人口」とのつながりを
大切にし、人材の育成や野々市市の魅力のアピールにつなげていくことが重要です。

1

2
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Ⅳ ．まち づくりの 課 題

            文教都市としてのブランド化と発信力の強化

　野々市市には、特徴ある大学が立地しており、これらに通う大学生や研究者などの関
係者が多く市内に集まっています。
　野々市市では、既に市内外の大学と連携協定を結び、さまざまな取組を進めています
が、大学・大学生とのさらなる連携・交流の促進を求める声が市民からも上がっていま
す。
　野々市市と大学が共に発展を続けるため、また野々市市の魅力を向上させるために
は、大学や大学生と地域との交流機会を積極的に増やすとともに、大学と市内小中学校
との連携を深め、教育の盛んなまちとしてのブランドイメージをつくり、野々市市の特色
として、市内外への発信力を高めていくことが重要です。

            まちの活力の維持・向上  （企業誘致、起業・創業支援、若者支援）

　野々市市は、小売業や生活関連サービス業などの第3次産業が盛んなまちです。一方
で、工業系の大学が立地しているものの、製造業や情報通信業、学術専門サービス業と
いった産業の事業所の数や、それらの事業所で働く人の数は多くありません。また、大学
入学時には市外から多数の若者が転入してきますが、卒業後は多くが市外に転出してし
まう状況があります。
　その背景の一つとして、市内や周辺に大学生が求める就職先が少ないことが考えられ
るため、大学卒業後も野々市市に住み、働ける環境を整備していく必要があります。その
ためには、さまざまな産業の誘致のほか、起業・創業の支援など、若者のチャレンジを応
援し、感性を生かす事業に積極的に取り組んでいくことが必要です。
　また、大学生に限らず、子育て中の人や高齢者においても、新しいことに挑戦し、活動
できる環境を整えることで、まちのにぎわい、活力を高めていくことが重要です。

3

4
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02
c h a p t e r

基 本 構 想

B A S I C  C O N C E P T

将 来 の 人 口

土 地 利 用 の 方 針

将 来 都 市 像
- こ れ から の 都 市 の ビ ジョン -

基 本 目 標

 I  ．

 II  ．

III ．

IV ．



c h a p t e r  0 2   Ⅰ ．将 来 の 人 口

　人口は、まちづくりの基本的な要素であり、地域活力の基礎となるものです。
　野々市市の人口は、令和２年３月に策定した「第２期ののいち創生長期ビジョン」の中
で行った独自推計では、令和17年には60,028人となることを見込んでいます。
　今後の人口の増加・維持のため、魅力的なまちづくりにより移住・定住化を促進してい
くほか、出生率の維持・向上につながる環境整備や少子化対策などに取り組んでいくこ
とが必要です。

　年齢別人口をみると、年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）が横ばいで移
行し、老年人口（65歳以上）が増加しており、野々市市においても少子高齢化が進行する
ことが予想されます。

野々市 市 の 年 齢 区 分 別 将 来 推 計 人 口

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上） 高齢化率
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（人）
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（資料）野々市市「第2期ののいち創生長期ビジョン」
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59,667 60,028 60,598

55,09955,099
57,00057,000

58,60958,609基
本
構
想
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c h a p t e r  0 2   Ⅱ ．土 地 利 用 の 方 針

　今後の少子高齢化の進展や、近年頻発している自然災害など、まちづくりを取り巻く
状況の変化に対応しながら、だれもが暮らしやすく、そして、歴史・文化、自然景観を守り
生かした都市づくりを進める必要があります。
　これらを踏まえ、都市機能が集約する地区や質の高い住環境を確保する地区、農業の
振興を図る地区など、それぞれの地区の特性に応じた基盤整備を行い、野々市市のコン
パクトな都市構造を生かした土地利用を推進します。

基
本
構
想
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c h a p t e r  0 2   Ⅲ ．将 来 都 市 像 – これからの 都
ま ち

市 のビジョン–

  これまで検討してきた野々市市の特徴や今後の課題などを踏まえ、今後10年のまちづ
くりのあり方、10年後に実現したい野々市市の姿をわかりやすく示すため、将来都市像
を次のとおり定めます。

将 来 都 市 像

「インパクトシティ」には

という意味が込められています。

さまざまな魅力が
市の中に入っている ｉｎ（イン）

インパクトを
多くの人に与える
可能性をもっている

インパクト

県内一面積が小さい コンパクトなまち

かがやき無限大

みんなでつくる

インパクトシティののいち

むげんだい基
本
構
想
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　市の公式キャラクター「のっティ」
と、市 の 花 木である椿（ツバキ ）を
モチーフにしたアイコンです。
　使用している各カラーは、8つある
基 本目標それぞ れをイメージした
カラーで構成されています。

第二次総合計画を象徴するロゴ

  野々市市は、暮らしに必要な機能や、数々の大学、歴史や文化を感じさせる街並みな
ど、さまざまな魅力がコンパクトな市域に入っています。この魅力は、市民みんなで磨い
ていくことで、さらに輝きを増し、市内外の人に大きなインパクトを与えられる、無限の
可能性をもっています。
  市民の力で コンパクトなまちの中に魅力が詰まった『インパクトシティ』にしていくこと
で、自分が野々市市民であることにプライドをもつことができ、ますますまちづくりに参
加したくなるような、かがやきあふれる野々市市をめざします。
　この将来都市像の実現に向けて、分野ごとの大きな柱となる基本目標を定め、将来都
市像の実現に向けた具体的な取組と、基本的な姿勢を基本計画で示していきます。

基
本
構
想
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c h a p t e r  0 2   Ⅳ ．基 本 目 標

　子どもから大人まで、幅広い市民が高い防災意識をもち、日頃から防災対策を行うと
ともに、地域ぐるみで助け合う「共助」による防災機能の向上を図ることで、災害に負け
ない安全・安心なまちをつくります。

3 みんなで取り組む安全・安心なまち 安全・安心

  年齢・性別・国籍などにかかわらず、市民一人ひとりがまちづくりの担い手として活躍で
きるよう、ダイバーシティ（多様性）を尊重し、さまざまなチャレンジができる環境を整え
るとともに、地域で支え合い、市民と行政が協働して地域の発展に取り組むことで、市民
だれもが野々市市に誇りや愛着を感じて暮らすことができるまちをつくります。
  また、野々市市の特色や魅力に市民が気づき、その魅力について自信をもってアピール
していくことで、市民が住み続けたい、市外の人が住みたくなるまちをつくります。

だれもがまちづくりの担い手となり、
自信をもってアピールできるまち 市民生活1

  子どもからお年寄りまで、市民同士がつながり、困ったときはいつでも相談でき、互いに
寄り添いながら、いきいきと誇りをもって暮らすことができる地域共生社会P154をつくりま
す。
  また、心と体の健康、必要に応じた医療・介護・生活への支援や出産・子育ての支援などに
より、住み慣れた人や新たに転入された人も健康に、安心して過ごせるまちをつくります。

心のかよう福祉のまち 福祉・保健・医療2

基
本
構
想
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　市民一人ひとりが地球環境問題に対する意識を高め、環境負荷の少ない循環型社会
P153の構築に向けて、ごみの分別・削減や再生可能エネルギーP152の利用など具体的な取
組を進めるとともに、公害の抑制や身近な自然である田園の環境を保全し、季節の彩り
を身近に感じることができるまちをつくります。

4 環境を考え、みんなで行動するまち 環境

　複数の大学がある野々市市の特長を生かし、まち全体をキャンパスに見立て、全ての
市民が世代を超えて交流しながら、生涯にわたって学習・研究・スポーツ・文化芸術など
のさまざまな活動を楽しむことができ、生きがいや心の豊かさを実感できるまちをつく
ります。
　また、学校教育では、基本的な知識、技術、学ぶ意欲を育成する場として、家庭・地域・学
校が一体となり子どもをサポートしつつ、大学との連携により広く知識を深め好奇心を育
む機会を提供し、のびのびと自分らしく学ぶことができる「ののいちっ子」を育てます。

5 あらゆる世代が交流しながら、
生涯にわたって学び、楽しめるまち

教育・生涯学習・
文化・スポーツ

基
本
構
想
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Ⅳ ．基 本 目 標c h a p t e r  0 2

  お店をもちたい、起業したい、といった、新しいことを始めたい市民を応援し、若者の感
性を生かした魅力のあるお店や仕事がたくさんできることや、野々市らしい風土や技術
を生かした特産品・製品などが数多く生み出されることで、今住んでいる市民はもちろ
ん、市外の人やＵターンを考えている野々市市出身者など、さまざまな人が立ち寄りた
い、働きたいと思えるような活気のあるまちをつくります。
　また、自宅や職場といった場所を問わず働ける柔軟な就業形態を推進するなど、だれ
もが働きやすい環境の整備に取り組みます。

  街並みと自然が調和した美しい景観と、のびのびと過ごせる公園があるまちの中で、バ
スや自転車などが便利に利用できることで、マイカーに頼り過ぎなくても安全・快適に移
動でき、充実した暮らしが送れるコンパクトで快適なまちをつくります。

  野々市市の魅力を発信し、全国に野々市ファンを増やすとともに、開かれた市政におい
て、だれもが利用しやすい行政サービスを提供し、市民と行政の信頼関係のもとで、幅
広い世代、立場の市民によって支えられるまちをつくります。

6 みんなが働きたくなる、
活気のあるまち 産業振興・地域振興

7 くらし充実 快適がゆきとどくまち 都市基盤

8 多くの人に魅力が知られ、安心して
長く暮らせる、市民みんなが支えるまち

行財政運営

基
本
構
想
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03
c h a p t e r

基 本 計 画

B A S I C  P L A N

は じ め に

施 策 体 系 と 施 策

 I  ．

 II  ．



１. 基本計画とは

　基本計画では、基本構想で定めた将来都市像や基本目標を実現する上で、分野にか
かわらず共通して大切にする「基本姿勢」と、基本目標を具体的に実現していくために必
要な取組である「施策」を示します。

２. 基本姿勢

　具体的な施策を進めていくにあたり、全ての施策に共通する基本的な姿勢として、次
の点を大切にしていきます。

市民協働のまちづくり
　社会環境が変化し、社会の抱える課題が複雑化・多様化する中で、市民一人ひとり
の生活の質を高め、より良い野々市市を次の世代に引き継いでいくためには、市民と
行政、民間事業者などが対等な立場に立ち、協働でまちづくりを進めていくことが必
要です。
　まちづくりに関わる活動は、市民が独自に行う私的なものと、行政にしかできない
公的なものとの間に、市民同士の助け合いによる活動を行政が支援したり、行政の活
動に市民が参画してより良いものにしたりするなど、それぞれの活動の性質に応じて、
立場や役割を柔軟に調整しながら進めていくものがあります。野々市市ではこの部分を
「協働」して取り組むべき分野と捉え、今後重要性が一層高まると考えています。
　この計画では、市民協働の考え方とその必要性をより多くの市民に知ってもらい、
幅広い分野において市民と行政との間で協働のまちづくりが定着していくことをめざ
します。

c h a p t e r  0 3   I ．は じ め に

SDGsの推進
　2015（平成27）年の国連サミットで国際目標として採択されたSDGs（持続可能な
開発目標）P156は、17のゴールに示されるようにさまざまな分野にわたっており、ハー
ド・ソフトといった区別に関係なく、あらゆる分野で「誰一人取り残さない」という考え
方のもと、持続可能な社会の実現に向けた取組が求められます。
　野々市市では、SDGs達成に向けた取組について、市民や団体、事業者などの多様
な主体（ステークホルダー）と連携を図りながら、総合計画と一体的に推進します。
（取組方針についてはP44-45をご覧ください。）

「野々市ファン」の拡大
　近年、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域
の人 と々多様に関わる「関係人口」が注目されています。
　野々市市は、子育て世代や複数の大学の立地に伴う若者の転入などにより、人口増
加が続いています。しかし、いずれは野々市市においても、人口増加のペースが緩やか
になり、長期的には横ばいから減少になっていくものと考えられます。また、市内の大
学で学んだ学生の中には、全国や世界に活躍の場を求めて野々市市を巣立っていく人
も多くいます。
　転入してきた人たちに、野々市市に愛着を持ってもらい、いつまでも住み続けてもら
うことも大切ですが、たとえ野々市市から巣立つことになった人でも、さまざまな機会
を通じて野々市市を応援してくれる「野々市ファン」としてつながりを持ち続けてもらう
ことにより、これからの野々市市においてとても心強い存在になります。
　また「野々市ファン」には二つの意味が込められています。一つは、野々市市に関わり
を持ち、応援してくれる人を意味する「FAN」であり、もう一つは楽しいという意味を表
す「FUN」です。野々市市は何か楽しい、野々市市に来たら楽しいことがたくさんある、
と感じてもらえるようなまちづくりを進めていきます。

協働についての考え方

私的な活動 協働による活動 公的な活動

共催・実行委員会など
委託・政策立案
の場への参加など

後援・補助・
事業協力など

市民と行政が
それぞれの主体性の
もとに協力して行う
まちづくり活動

市民が主導し
行政と協力して行う
まちづくり活動

行政が主導し
市民と協力して行う
まちづくり活動

市民のみで行う
まちづくり活動

行政のみで行う
まちづくり活動

42 43
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学校教育と社会教育の充実を図り、
全ての人が生涯にわたって学べる
環境を整えます。

4 質の高い教育をみんなに

5 ジェンダー平等を実現しよう
家庭から地域社会、職場に至るまで、あらゆる
場面においてジェンダー平等が実現できるよう
取り組みます。

6 安全な水とトイレを世界中に
霊峰白山を源とする地下水の保全と上下水道の
適切な管理などを通じて、安全で豊かな水環境を
確保します。

温室効果ガスの排出削減に向けた省エネ活動を進める
とともに、再生可能エネルギーなど地球環境にやさしい
エネルギーの普及啓発を進めます。

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8 働きがいも経済成長も
事業者や起業に意欲のある人に対する支援の充実により、
野々市らしい産業の創出に取り組むとともに、誰もが働きやすい
環境づくりを進め、地域経済の活性化を図ります。

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
市内に立地する大学や地元企業などとの
連携を深めながら、新たな産業の
創出や育成を進めます。

貧困状態にあるなど、支援が必要な人を地域全体で支え、
自立した生活を営むことができるよう支援します。

1 貧困をなくそう

2 飢餓をゼロに
農地の有効活用や地産地消の推進を図り、
魅力ある農産物の生産を支援します。

3 すべての人に健康と福祉を
健康増進に向けた取組や感染症対策、
医療体制の充実により、安心して健康的に
暮らすことができる環境を整えます。

13 気候変動に具体的な対策を
脱炭素化に向けた環境啓発を

推進するとともに、気候変動の影響で
増加する災害への対策を強化します。

14 海の豊かさを守ろう
下水道事業の普及やごみの減量、公害の
防止などを通じ、市内の水環境を保全

することで、海の資源の保全に貢献します。

15 陸の豊かさも守ろう
緑地や農地などを保全することで、生物多様性の

損失を防止するとともに、緑の豊かさや
生態系を守ることの普及啓発を進めます。

16 平和と公正をすべての人に
差別や偏見、虐待をなくすとともに、
全ての市民がまちづくりに参加できる

平和で公正な社会づくりに取り組みます。

市民協働のまちづくりを基本姿勢として、
パートナーシップによる取組を通じて、

総合計画で定めるめざす姿の実現を図ります。

11 住み続けられるまちづくりを
災害対策の推進や地域公共交通の利便性の向上、
公共施設の利用促進などにより、安全・安心、快適に
暮らすことができる持続可能なまちづくりを進めます。

10 人や国の不平等をなくそう
誰もが個性と能力を十分に発揮することができ、

価値観や生活習慣などの多様性を認め合いながら、
支え合って暮らすことができる地域をつくります。

12 つくる責任 つかう責任
ごみの減量化のための取組など環境負荷軽減に

向けた普及啓発に取り組むとともに、地産地消など
環境負荷の小さい消費活動を促進します。

17 パートナーシップで目標を達成しよう

野々市 市 第 二 次 総 合 計 画における
S D Gｓ達 成に向けた取 組 方 針
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施策 ページ

だれもがまちづくりの担い手となり、
自信をもってアピールできるまち

3

4

5

6

7

8

心のかよう福祉のまち

みんなで取り組む安全・安心なまち

環境を考え、みんなで行動するまち

市民生活

福祉・保健・医療

安全・安心

環境

あらゆる世代が交流しながら、
生涯にわたって学び、楽しめるまち

みんなが働きたくなる、
活気のあるまち

教育・生涯学習・
文化・スポーツ

産業振興・地域振興

くらし充実 快適がゆきとどくまち

多くの人に魅力が知られ、安心して
長く暮らせる、市民みんなが支えるまち

都市基盤

行財政運営

1

2

かがやき無限大
みんなでつくる
インパクトシティ

ののいち

将来都市像
野々市市

１. 施策体系
基本目標を実現するために取り組む施策は、次のとおりです。
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1

6

3

4

7

8

2

5

1 共に考え共につくるまちづくり

2 ふるさと意識の醸成と愛着心の向上

3 多文化共生と国際交流の充実

4 思いやりのまちづくり

1 防災対策の充実

2 消防と救急体制の充実

3 交通安全対策の強化

4 防犯対策・消費者安全の強化

1 商工業の活性化

2 農業の活性化

3 働きやすい環境づくり

4 魅力の創造・発信によるにぎわいの創出

1 環境負荷の少ない社会の構築

2 自然環境と生活環境の保全

3 循環型社会の形成

1 魅力ある街並み形成と住環境整備

2 交通の円滑化と公共交通網の充実

3 安定した上下水道の運営

1 開かれた市政の推進

2 人材育成の推進

3 安定した行財政運営の推進

1 地域共生社会の構築

2 健康づくりの推進

3 支援が必要な人への福祉の推進

4 子育て支援の推進

5 感染症対策の推進

1 学校教育の充実

2 みんなで取り組む青少年の育成

3 生涯学習の充実

4 文化活動の充実

5 スポーツ活動の充実

市民生活

福祉・保健・
医療

安全・安心

環境

教育・
生涯学習・

文化・スポーツ

産業振興・
地域振興

都市基盤

行財政運営

2. 施策とSDGs 対応表
基本計画に定める施策がSDGsのどの目標の達成に貢献するかを示す対応表は、次のとおりです。
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右ページ

左ページ

施策

1 共に考え共につくる
まちづくり

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 1 だれもがまちづくりの担い手となり、自信をもってアピールできるまち

基本計画の見方

施策の名称 施策に関連するSDGsのアイコン

市民に期待すること…とは
▶市民一人ひとりに取り組んでほしいことを示しています。

めざす姿…とは
▶計画期間を通じて実現したい将来の野々市市の姿を示しています。

現状と課題…とは
▶現状と課題、野々市市のこれまでの取組、今後取り組むべきことなどに
ついて示しています。

成果指標…とは
▶めざす姿の実現状況を把握するための指標について、現状値と目標値を
示しています。（現状値は主に令和2年度の実績値）

施策の取組方針…とは
▶めざす姿の実現に向けた取組方針（取組概要、主な事業）を示しています。
　また、〈分野別計画〉は取組方針に対応する野々市市の各分野別の計画を
示しています。

市民と行政が協働で取り組めること…とは
▶市民（町内会､各種団体､事業者などを含む）に行政と協働して取り
組んでほしいことを示しています。

関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組…とは
▶基本姿勢で示した「野々市ファンの拡大」に向けて、行政が取り組む
こと、市民に取り組んでほしいことを示しています。

めざす姿に向けて…
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基本目標

1

だれもがまちづくりの担い手となり、
自信をもってアピールできるまち

【 市 民 生 活 】
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N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 1 だ れ も が まち づくりの 担 い 手 となり、自 信 をもって アピ ー ル で きるまち

施策

1 共に考え共につくる
まちづくり

めざす姿

 ● 市民がまちづくりへの高い参画意欲を持ち、主体的に活動しているまちをめざしま
す。

 ● 市民一人ひとりが地域の課題を「自分ごと」として捉え、解決のために協力し合う、市
民協働によるまちづくりをめざします。

　市民一人ひとりが担い手となりまちづくりを進めていくためには、市民活動団体P153や
町内会などの地域コミュニティと行政が協働し、行政は、市民が主体となったまちづくり
活動を柔軟に支援していく必要があります。
　さらに、まちづくり基本条例の制定や協働の拠点（にぎわいの里ののいちカミーノ、学
びの杜ののいちカレード）など、これまで整備した市民協働に向けた基盤を生かし、活動
の担い手のすそ野を広げることが必要です。
　また、市民協働による取組をより一層進めるためには、地域課題への関心や協働の意
識を持つ市民が増えるよう、学生や子育て層などの若い世代も含めた幅広い層がまちづ
くりに参加しやすい環境を整える必要があります。

現状と課題

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 市や町内会、市民活動団体などが発信する情報に関心を持ち、自分ができそうなことに

チャレンジする。
 ● 自分が所属するコミュニティの活動などのまちづくり活動に積極的に参加する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 多様な人々がまちづくりに参画できる仕組みを一緒に考える。
 ● 地域課題の解決に向けて、地域コミュニティ、市民活動団体などと協働しながら、まちづく

りに取り組む。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 大学生が在学中に地域活動やまちづくりに積極的に参加する機会をつくることで、野々市

市への愛着心を高め、卒業後も野々市市とのつながりを保つことができる仕組みを、町内
会や市民活動団体、大学などと連携して構築する。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 市民参加の推進
協働のまちづくりの仕組みや効果的な推進方法を検討・検証
するとともに、さまざまな機会や媒体を通じて市民活動に関
する情報を発信します。

・協働の推進に向けた各種会議の開催
・市民活動の活性化のための支援、連携促進、

情報発信

2. まちづくり活動の支援
デジタル化P154の推進や市民活動センターの有効活用など
を通じて、地域活動などを支援します。
また、市民が企画段階からまちづくり活動に参画できる取組や、
市民の知識や技術をまちづくりに生かす取組を支援します。

・スマートフォンアプリの活用など、町内会な
どのデジタル化推進の支援

・市民活動センターの運営
・ 市民が主体的に企画し学ぶ取組、知識や技

術を地域社会へ還元する取組の支援

3. コミュニティ活動の活性化
住みよいまちをつくるための町内会の自主的な活動を支援し
ます。

・町内会活動の支援
・行政と町内会との連携や各町内会間の連携

の促進

4. 学生の地域参加と大学や企業との連携の推進
学生が地域で活躍できる環境を整備するとともに、行政や地
域の課題解決のために大学や企業との連携を推進し、取組
内容を発信します。

・行政や地域が抱える課題解決のニーズと大
学や企業の持つ知識や技術とのマッチング

5. 協働推進に向けた市施設の利用促進
まちづくり活動の拠点として、広く公共施設の利用を促進し、
市民の主体的な活動を促します。

・まちづくりの拠点となる公共施設のICTP156
環境の充実

・市と協働で実施する事業や大学の研究成果の
発表の場などにおける公共施設の利用促進

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

市民と行政が共に協力してまちづくりを
進めていると感じている市民の割合 43.1％ 49.0％ 54.0％

市民活動センター登録団体の合計数 42団体 50団体 60団体
大学と行政の協力事業数 112事業 152事業 162事業

〈分野別計画〉　市民協働によるまちづくり推進指針、教育ユニバーサルプラン

にぎわいの里ののいちカミーノ 市民協働のまちづくり市民会議
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施策

2 ふるさと意識の醸成と
愛着心の向上

めざす姿

 ● 野々市市に関わる全ての人がふるさと野々市に対する誇りや愛着を感じられるまち
をめざします。

 ● 住み続けたい、移り住みたい、県外に住む野々市市の出身者が帰って来たいと思うま
ちをめざします。

　野々市市は大学が複数立地しており、多くの学生が居住していることや、近年子育て
世代が数多く転入してきていることから、比較的若い世代が多い人口構成になっていま
すが、今後の高齢化の進展や将来的な人口減少を見据え、現在野々市市に住んでいる人
の定住を図るとともに、若い世代の移住の促進に取り組む必要があります。
　そのためには、地域活動への参加を促すことや、文化財や伝統行事への理解を深めて
自らが継承の担い手となるきっかけを増やすことなどにより、まちづくりに参画する機会
を増やし、野々市市への愛着心を育んでいくことが重要です。
　また、子育て世代など、移住・定住促進のターゲットを明確にし、プロモーション活動
をはじめとしたさまざまな施策が求められます。

現状と課題

伝統行事（虫送り） アダプトプログラムの活動

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 1 だ れ も が まち づくりの 担 い 手 となり、自 信 をもって アピ ー ル で きるまち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 市主催行事や地域活動、地域の伝統行事などに関心を持ち、積極的に参加する。
 ● 移住者や学生などの若者を地域コミュニティに迎えるためのサポートを行う。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 行政、町内会などのそれぞれの立場から、移住者が定着しやすくなるような、配慮や支援

を行う。
 ● 伝統行事に若者が気軽に参加できるように、周知や仕組みづくりなどを行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 市内の地域活動について市外在住者の参加や応援を得るため、野々市市の魅力や地域活

動の情報発信を行う。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 伝統行事の後継者育成とすそ野拡大
伝統行事や郷土芸能の保存や継承に向けて、地域における
後継者の育成を支援します。また、伝統行事などの調査研究、
情報発信などに取り組みます。

・無形文化財P155調査事業
・ 無形文化財補助事業
・伝統行事などの情報発信

2. 定住促進に向けたまちづくりへの参画促進
大学との連携による大学生の地域活動への参加や、市民のま
ちづくりへの参画を促進し、愛着の醸成・定住の促進につな
げます。

・アダプトプログラムP151の推進
・市と大学との連携事業の推進
・町内会などと大学との連携の推進

3. 野々市市への移住促進
移住者の増加に向け、野々市市の魅力を整理・発信します。

・移住希望者への効果的な情報発信
・石川中央都市圏P151と連携した移住促進の

取組
・UIJターンP156促進に向けた支援

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

野々市市に誇りや愛着を感じている
市民の割合 77.8％ 80.0％ 82.0％

郷土芸能普及活動件数
（計画期間中の累計） 1件 8件 15件

社会増減数P153

（計画期間中の累計） 971人 700人 1,200人
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施策

3 多文化共生と
国際交流の充実

めざす姿

 ● 外国人、日本人などの区別なく、互いに価値観や生活習慣を認め合いながら、支え合
い、共に暮らすことができる多文化共生P153の地域づくりをめざします。

　野々市市に住む外国人は増加傾向にあり、今後も引き続き増加することが予想されま
す。国籍や民族、肌の色などが異なっていても、お互いが住みよいまちづくりを行うため
に、市内に住む外国人などが日頃から感じていることをしっかりと把握して理解を深め、
地域社会で生活するにあたって困っていることなどを解決する取組を行っていく必要が
あります。
　また、野々市市はギズボーン市（ニュージーランド）と姉妹都市として交流しているほ
か、深圳（しんせん）市（中国）とも交流関係にあります。直接の訪問が難しい場合におい
ても、オンラインP151などの手段を活用し、引き続き交流を図り、市民の異文化への理解
を深める取組を継続する必要があります。

現状と課題

国際交流イベント 日本語教室

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 1 だ れ も が まち づくりの 担 い 手 となり、自 信 をもって アピ ー ル で きるまち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 国籍や民族、肌の色が違っても、お互い同じ地域で生活している一員であるという意識を

持つ。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 地域に住む外国人の現状を把握し、課題があれば解決に努める。
 ● 児童生徒が異文化や野々市市の文化を学び、世界に発信するための教育を進める。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 国際交流員が出演する動画をSNSP156などに投稿し、野々市市をアピールする。
 ● ホームステイや交流を通して、姉妹都市・友好校の児童生徒に、野々市市に愛着を持って

もらう。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 多文化共生の推進
国際友好親善協会主催の交流イベントや日本語教室などを
通じて、海外にルーツを持つ住民と日頃から交流する機会を
持ち、地域での共生に向けて必要な取組を推進します。

・異なる文化や習慣への相互理解を深める交
流イベントの開催

・海外にルーツを持つ住民の日本語習得支援
や生活相談の場となる教室・イベントの開催

・多言語での情報提供や国際交流員P152配置
を生かした事業の実施

2. 国際交流の充実
オンラインの活用など、多様な手法を用いながら、姉妹都市
や友好校との親交や交流を進めます。

・訪問団の派遣や受け入れ、オンライン交流、
ビデオレターの交換など

・教育国際交流事業

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

多文化共生と国際交流の充実の
施策への満足度 16.8％ 22.0％ 27.0％

友好校と交流・授業を実施した校数 3校 3校 3校

〈分野別計画〉　教育ユニバーサルプラン
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施策

4 思いやりのまちづくり

めざす姿

 ● 互いの人権を尊重し、市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮できる、差別
や偏見のない思いやりのあるまちをめざします。

 ● 平和の大切さや命の尊さを学ぶ機会の提供を図り、全ての市民が平和を願うまちを
めざします。

　人権の時代といわれる現代にあっても人権課題は数多く存在し、近年では、インター
ネットを悪用した人権侵害など、新たな課題も生じています。多様な個性、価値観を持っ
た人がお互いを認め合って暮らしていけるように、引き続き人権や平和に関して正しい理
解と知識を深めるための啓発活動を、幅広く市民に向けて行っていく必要があります。
　また、男女共同参画P154社会の実現のため、性別や性的指向、性自認、性表現にとらわ
れず、その人自身の持つ個性や能力を認め、尊重する意識を育み、行動を促す必要があ
ります。
　そのためにも、子育てや介護などは、男性・女性が協力して取り組むべき課題であると
いう認識を広め、誰もが仕事と家庭などの両立を図りながら多様な働き方を選択し、活
躍できる社会をつくることが必要です。

現状と課題

人権の花運動 平和の旅

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 一人ひとりの違いを認め合い、特定の属性を否定し傷つけるような行動や表現をしないよ

うにする。
 ● 市が発信する人権や平和についての情報に関心を持ち、積極的に参画するとともに、普段

から家庭内で話し合い、学んだ内容を周りの人にも伝える。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 男女共同参画社会の実現や人権意識尊重の重要性について理解を深め、市が提供する情

報などを職場や地域などで共有する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 国内外のあらゆる人々にとって訪れやすく住みやすい、多様な人々が互いを尊重している

まちづくりに取り組み、その取組を市外にアピールする。

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 1 だ れ も が まち づくりの 担 い 手 となり、自 信 をもって アピ ー ル で きるまち

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 男女共同参画の意識づくり
効果的な啓発活動や方法を検討し、普及啓発を行います。

・啓発イベントの開催やリーフレットなど資料
の作成や配布

・関連情報の発信、講座の開催

2. 人権意識の高揚
人権擁護委員P153と共に、人権尊重の理念浸透を図るため
の普及啓発を行います。また、相談事業の受け入れ態勢を整
えます。

・各種相談の実施
・映画会などの啓発イベントの開催

3. 平和意識の向上
平和の大切さや命の尊さなどを学ぶ機会を提供します。

・平和教育事業
・パネル展など、平和の大切さを伝えるイベン

トの開催

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

思いやりのまちづくりの
施策への満足度 26.5％ 29.0％ 32.0％

審議会などの委員への女性の登用状況 31.7％ 36.0％ 40.0％

〈分野別計画〉 男女共同参画プラン、人権教育・啓発行動計画
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心 の かよう福 祉 の まち

【 福 祉・保 健・医 療 】

60

基
本
計
画

2



N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 2 心 の か よ う 福 祉 の ま ち

施策

1 地域共生社会の構築

めざす姿

 ● 市民が共に支え合い、誰もが生きがいを持って、自分らしく暮らすことができる地域
共生社会P154の実現に向けて、市民やさまざまな団体が地域の未来や課題について
考え、取組を行うまちをめざします。

　高齢化の進行や、ライフスタイル、家族形態などの変化により、日常生活の中で支えを
必要としていながらも、十分なケアを受けることができない市民が今後増えていくこと
が懸念されます。
　このような人々を支えていくためには、地域での支え合いが必要であり、これまで以上
に地域や各種団体などとの連携を強化するとともに、市民の間で助け合う気運を高めて
いく必要があります。
　また、障害の有無や世代を超えた地域での交流や社会参画の機会の充実を図り、誰も
が生きがいを持って暮らすことができる環境を整えることが重要です。

現状と課題

スタンドアップ301の取組 障害者理解促進イベント

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 共に支え合う地域福祉の推進
市民、各種団体、行政などが地域課題を共有し、互いに連携
しながら、地域福祉に取り組むことができるよう支援や情報
提供を行います。

・地域力強化推進事業
・生活支援体制整備事業
・地域包括支援センターの運営

2. 安心して暮らせる地域づくり
高齢者や障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らす
ことができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制
を構築します。

・認知症総合支援事業
・成年後見制度利用支援事業
・障害者理解促進事業

3. 身近な地域で相談できる仕組みづくり
市民が相談しやすい場を提供し、相談すれば支援につなげる
ことができるよう、分野横断的に関係機関との連携体制を構
築します。

・複数の相談機関の連携による情報共有、支
援方法の検討

4. いきいきとした高齢期の実現
高齢者が自らの経験や知識を生かし、生きがいのある生活を
送ることができるよう、地域における活動への参加などを促
進します。

・老人クラブの活動支援などの高齢者福祉事業
・高齢者福祉施設管理運営事業
・一般介護予防事業

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

住民同士が支え合って生活していると
感じている市民の割合 45.6％ 50.0％ 55.0％

地域ボランティアの人数 837人 2,000人 3,000人
認知症サポーターP154数（累計） 4,856人 6,800人 8,300人

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 地域課題を考えたり、対策を検討したりする場に積極的に参加する。
 ● 障害のある人、認知症を抱える人などの特性を知り、地域の中で見守る。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 見守り活動や生活支援などを、行政と共に行う。
 ● 障害のある人、認知症を抱える人などについて理解を深めるための啓発活動や交流を進め

る場づくりを町内会や事業所などと協力して行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 地域福祉活動を他市町から来た大学生など、さまざまな立場の人たちと一緒に行うことに

より、地域と深く関わるきっかけをつくる。

〈分野別計画〉 地域福祉計画・地域福祉活動計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害者基本計画
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施策

2 健康づくりの推進

めざす姿

 ● 誰もが希望すれば適切な医療を受けることができる医療保険制度の維持をめざし
ます。

 ● 市民が自らの健康状態を把握し、健康づくりに取り組むまちをめざします。

　病気にかかったときに、症状に応じて適切な医療を受けられることは、とても重要で
す。野々市市の地域医療体制は、同規模の他自治体と比べて充実していますが、今後も
地元の医師会や石川中央医療圏P151を構成する自治体と連携しながら、適切に医療を受
けられる環境を維持するとともに、市民が医療機関の特性や役割を理解して、適切に選
択し受診できるよう促す必要があります。
　また、できるだけ病気にかからず、健康でいきいきとした暮らしを送るためには、早期
に体の異常に気づき、脳卒中や心疾患などの疾病を予防するとともに、フレイルP155予防
の取組を行うことが重要です。健康づくりの推進は、健康寿命P152の延伸に加え、医療費
の適正化や持続可能な医療保険制度の運営にもつながることから、健診データを活用
した保健指導や、受診しやすい健康診査の実施、健康づくりに関する普及啓発などに取
り組む必要があります。

現状と課題

健康相談 介護予防教室

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. こころとからだの健康づくり支援
心身の健康や介護予防に関する正しい知識を啓発します。ま
た、健康診査やがん検診を受けやすい体制を整備し、受診結
果に基づき保健・健康づくり指導を行うほか、生活習慣病の
重症化予防に取り組みます。

・健康診査や保健指導の実施
・健康づくり推進員の育成
・介護予防に向けた普及啓発や予防活動の支

援
・介護予防に向けた生活支援サービスに係る

体制整備

2. 適切な医療機関受診のための環境づくりと普及啓発
市民が適切に医療を受けられる環境づくりに取り組むととも
に、市民一人ひとりが地域でかかりつけ医を持ち、医療機関
の特性・役割に応じて適切に受診できるよう情報提供や普及
啓発を行います。

・石川中央都市圏P151による金沢広域急病セ
ンターの共同運営

・健康相談や健康教育の実施
・医療機関の特性や役割についての情報提供

や普及啓発

3. 安定した医療保険制度の推進
制度維持のため、医療費の適正化を図り、国民健康保険税納
付を含め、制度の理解を求めるための啓発活動を行います。

・ジェネリック医薬品P153や国民健康保険制
度の普及啓発

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

特定健康診査の受診率 45.5％ 57.0％ 62.0％

65歳以上の平均自立期間P155 男性　15.3年
女性　19.7年

男性　15.5年
女性　20.9年

男性　16.0年
女性　21.4年

一人当たり国民健康保険医療費 377千円 389千円 409千円

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 2 心 の か よ う 福 祉 の ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 自分の健康状態を知るために健康診査、がん検診などを受診し、生活習慣病予防や介護予

防につなげる。
 ● 生活習慣病や生活機能の低下、心の病気などの予防について知識を得て、実践する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 地域ぐるみで市民の健康意識を高める取組を一緒に行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 健康増進の取組を、市内外のさまざまな機関と連携しながら行い、その情報を市外に発信

する。

〈分野別計画〉 健康増進計画、保健事業計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画
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施策

3 支援が必要な人への
福祉の推進

めざす姿

 ● 支援を必要とする人が、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよ
う、地域全体で支え合う体制をつくるとともに、福祉制度が充実したまちをめざします。

　高齢化の進行などを受け、要介護（要支援）認定者数や障害者手帳の交付者数は増加
傾向にあり、支援を必要とする人が増えています。また、このような制度上の認定を受け
た人に限らず、健康面や経済面のほか、さまざまな要因により日常生活を営む上で困難
を抱えている人についても、社会全体で支えていく必要があり、行政は、社会福祉協議会
や町内会、福祉サービスを提供する事業所などと役割分担をしながら支援体制の充実
を図ることが必要です。
　さらに、支援を必要とする人が増えることに伴い、支援を行う人材の育成や社会基盤
づくりが、より一層必要となってきます。
　今後、市民の安心できる暮らしを支えるためには、地域全体で、互いに支え合う意識
の醸成を図るとともに、多様な福祉ニーズに対応した、切れ目のない公的支援の仕組み
づくりを通じ、各種福祉サービスを安定して提供するための取組が必要です。

現状と課題

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 高齢者への生活支援
介護保険制度では対応できない高齢者への支援を野々市市
独自のサービスや民間企業などの協力で補い、高齢者や介護
する家族などの負担の軽減に取り組みます。

・在宅福祉サービスの周知や提供
・民間企業との連携の推進
・低所得者への介護サービス利用助成

2. 効果的な介護保険制度の運用
介護保険制度を正しく理解することで、適切な介護サービス
が効果的に利用できるよう取り組みます。

・市民への介護保険制度の周知

3. 障害のある人への適切な福祉サービスの提供
障害のある人の多様化するニーズに応じて、個々の状況に合
わせた障害福祉サービスの適切な提供に努めます。

・障害福祉サービスの提供

4. 生活困窮者に対する支援の実施
失業、身体的な理由などにより働くことができない生活困窮
者に対し、関係機関と連携し、相談や支援を行うとともに、生
活再建に向けた経済的・精神的な支援を行います。

・生活困窮者自立相談支援事業
・生活保護事業

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

高齢者福祉施策への満足度 29.9％ 33.0％ 36.0％
一人当たり介護保険給付費 229千円 257千円 272千円
障害福祉施策への満足度 22.3％ 27.0％ 32.0％

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 2 心 の か よ う 福 祉 の ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 身近な相談相手となり、必要に応じて、適切な公的支援につなげる。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 行政、地域、各種団体などが連携し、さまざまな福祉制度への理解を促すための啓発活動

を行う。
 ● 行政とサービス事業所などが連携を図り、支援対象者の情報を共有し、個々の状況に応じ

た支援を適切に提供する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 支援が必要となった際に地域で支え合う温かいまちづくりをさまざまな主体と役割分担し

ながら進めることで、野々市市のイメージ向上を図る。

〈分野別計画〉 高齢者福祉計画・介護保険事業計画、障害者基本計画、障害福祉計画・障害児福祉計画
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施策

4 子育て支援の推進

めざす姿

 ● 妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援と子育て環境の充実を図り、 子どもの誕
生や成長に喜びを感じながら、安心して子育てができるまちをめざします。

 ● 子どもの人権が守られ、全ての子どもが夢や希望を持って健やかに成長できる社会
をめざします。

　子育てを取り巻く環境は日々変化しており、働き方やライフスタイルの多様化、核家族
化の進行、地域のつながりの希薄化などから、子育てをする上で不安やストレス、孤立を
感じている世帯の増加が懸念されています。
　こうしたことから、関係機関や地域と連携しながら、結婚・妊娠・出産・子育てに関する
相談・支援体制を強化し、子どもと子育て家庭を継続的に支援していくことが必要です。
また、働きながら子育てを行う家庭を支援するために、保育園、放課後児童クラブP155な
どの受け皿を確保するとともに、各種子育て支援サービスをより一層充実させる必要が
あります。
　また、児童虐待など、子どもの人権侵害が大きな社会問題になっている中、虐待を未
然に防ぐとともに、発達や心身の障害、貧困など、さまざまな要因により困難を抱えてい
る子どもや家庭を早期に発見し、支援できる体制を整えることが必要です。

現状と課題

保育園で過ごす子どもたち 子育て支援センターでの活動

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 母子のこころとからだの健康支援
母親の妊娠期から出産後の心身、ライフスタイルの変化への
対応や子どもの健やかな成長発達のために、母子の健康づく
りを支援します。

・妊産婦、乳幼児の健康診査や予防接種の実
施

・産後の母子への支援（産後ケア事業、産後安
心ヘルパー派遣事業）

・訪問などによる保健指導の実施

2. 子どもの人権の尊重
関係機関と連携し、児童虐待について、未然防止、早期発見、
早期対応に取り組みます。

・要保護児童対策

3. 安心して子育てできる環境の充実
子育てをしながら働き続けられるよう、保育園、認定こども
園P154、放課後児童クラブなど、幼児教育・保育サービスの充
実に向け、保育士などの資質の向上を図るほか、保護者の経
済的負担を軽減するなど、安心して子育てができる環境を整
備します。

・市立の保育園や児童館の管理運営
・民間の保育園や放課後児童クラブなどへの

運営支援
・障害児福祉サービスの提供
・医療費の助成

4. 結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援
結婚、妊娠期から出産、子育て期にわたる包括的・継続的な
相談体制の充実を図るとともに、関係機関が連携して、子ど
もと子育て家庭が必要な支援を受けられる体制を強化しま
す。

・子育て世代包括支援センターP152による子
育て家庭や妊産婦への情報提供や相談、助
言などの支援

・子育て支援センターや発達相談センターの
管理運営

・子育てイベントの開催

5. 障害のある子どもへの支援の充実
心身に障害のある子どもや医療的にケアが必要な子どもな
どに対する支援の充実を図ります。

・障害児福祉サービスの提供
・発達相談センター事業
・医療的ケアが必要な子どもへの支援

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

子育てしやすいと感じている市民の割合 62.0％ 63.5％ 65.0％
妊産婦、乳幼児健康診査の受診率 83.1％ 85.0％ 87.0％

待機児童数
（保育園、認定こども園、放課後児童クラブ） 0人 0人 0人

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 2 心 の か よ う 福 祉 の ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 地域の中で互いに顔の見える関係を築き、地域全体で子どもを育てる意識を持つ。
 ● 児童虐待を見逃さないという意識を持ち、虐待かな、と思ったら通告・相談する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 子育てサポート団体と行政が連携し、子育てに関する情報提供や支援事業などを実施する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 野々市市の子育て環境について情報発信を幅広く行うことで、子育てしやすいまちである

ことをアピールする。

〈分野別計画〉 健康増進計画、母子保健計画、食育推進計画、子ども・子育て支援事業計画、教育ユニバーサルプ
ラン、障害児福祉計画
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施策

5 感染症対策の推進

めざす姿

 ● 平時から感染症に関する正しい知識や差別の防止に向けた情報を発信し、感染症へ
の理解を促進するとともに、各種予防接種の実施など、感染症予防のための取組を
円滑に実施し、流行時には感染症拡大防止のための対策を迅速にとることができる
体制の整備をめざします。

　野々市市では予防接種の実施や接種費用の助成、ホームページや広報紙などを通じ
た情報提供により、感染症予防の対策を行ってきました。また、新型コロナウイルス感染
症の拡大時には、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染症拡大防止に向け
た情報の周知やワクチン接種の推進などの対策を進めてきました。
　今後も引き続き、さまざまな感染症に関する情報提供を行うとともに、円滑に予防接
種を受けられるよう取り組み、新たな感染症の発生時にも迅速に対応することができる
よう関係機関と課題を共有し、体制を整えておく必要があります。

現状と課題

ワクチン接種

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 2 心 の か よ う 福 祉 の ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 信頼できる機関からの情報をもとに、手洗いやマスクの着用など、感染症を広めないため

の適切な行動をとるとともに、予防接種を積極的に受ける。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 行政と医療関係機関、地域団体などが日頃から信頼関係を築き、流行時には連携して感染

症拡大防止のための対策をとる。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● ホームページなどを用いて、市内の感染症対策の取組を周知し、感染症対策が進んでいる

まちとして認知度を高める。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 感染症に関する情報の普及啓発
感染症に関する情報を市民に発信し、正しい知識の啓発活
動を推進します。

・感染症の流行状況や対策に関する情報発信

2. 予防接種などの推進
感染症予防のための予防接種が円滑に実施できる体制を整
えます。

・予防接種の実施
・助成制度を含めた予防接種についての情報

周知

3. 高齢者施設などの感染拡大防止対策の推進
高齢者施設をはじめとする、感染症拡大時に特に大きな影響
を受ける施設において、感染拡大防止対策を推進し、施設利
用者の安全 ・安心を確保します。

・高齢者施設などにおける感染症の予防・ま
ん延防止のための指針策定

・高齢者施設などにおける感染症の拡大を見
据えたサービス継続や業務再開を図る計画
の策定支援

・避難所における感染症対策マニュアルの作
成

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

A類疾病P156予防接種の接種率 102.2％ 100％ 100％

〈分野別計画〉 新型インフルエンザ等対策行動計画

※数値の算出の都合上、100％を超える場合があります。
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基本目標

3

みんなで取り組む安全・安心なまち

【 安 全・安 心 】
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N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 3 み ん な で 取 り 組 む 安 全 ・ 安 心 な ま ち

施策

1 防災対策の充実

めざす姿

 ● 自然災害から市民の生命と財産を守るため、平時から災害に備え、災害時には迅速
に行動できるよう防災対策が充実した災害に強いまちをめざします。

 ● 行政・市民・地域・関係機関が連携して防災対策の充実を図り、強靱なライフライン
を確保するとともに、市民一人ひとりが災害について考え、行動する意識を醸成し、
市民が自ら防災対策を推進するまちをめざします。

　全国的な風水害の増加や大規模な地震の発生などにより、防災への関心が高まって
おり、防災対策には地域・関係機関と行政との連携が不可欠なため、連携を一層強化す
る必要があります。特に、水防・除雪対応においては、行政だけでは限界があるため、市
民や事業者との協働が重要となります。
　平時からの防災対策としては、被害を最小限に抑えるために、道路や上下水道施設の
老朽化対策や耐震化を、優先順位をつけながら進めることが必要です。
　また、住宅の耐震化を進めるため、市民の意識の向上を図る必要があります。
　町内会などの自主防災組織では、アパートやマンションの居住者、一人暮らしの人な
ど、地域とのつながりが希薄になりがちな人も巻き込み、地域全体で対応できる体制の
整備が必要です。

現状と課題

総合防災訓練 災害用備蓄品

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 地域防災力の強化
町内会などの自主防災組織と連携するとともに、災害用備蓄
品の充実、防災に関する情報発信などを通じて地域の防災力
を強化します。

・総合防災訓練の実施
・災害時応援等協定の締結、災害用備蓄品の

準備
・危険箇所などの情報周知

2. 住宅の耐震化促進
耐震化事業の普及啓発、住まいの耐震化相談などのソフト面
と、住宅耐震改修補助金交付などのハード面での支援を行
います。

・耐震化事業の普及啓発
・住まいの耐震化相談
・耐震診断や耐震改修に対する補助

3. 災害に強い社会基盤の整備
各施設の長寿命化P154計画などに基づき、老朽化施設の更
新を進めます。また、都市公園などにおける防災機能の整備
を検討します。

・上下水道施設の耐震化
・道路や橋りょうの修繕

4. 災害時避難行動要支援者への対応強化
介護を必要とする高齢者や障害のある人など、災害時の避難
などに支援が必要な人に対して、福祉避難所の確保や対応マ
ニュアルの整備など、安全に避難できる体制を整えます。

・福祉避難所の確保
・施設との合同訓練の実施
・災害時における避難行動要支援者の避難支

援マニュアルの充実

5. 雨水排水対策の充実
大雨などによる浸水対策を強化するため、透水性舗装P154や
雨水幹線P151の整備などを実施するとともに、開発事業者に
対する指導を行います。

・透水性舗装の拡充
・雨水幹線の整備
・土地開発事業者に対する雨水排水対策の指

導

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

災害に対する備えができていると
感じている市民の割合 39.4％ 45.0％ 50.0％

防災士数（累計） 212人 360人 510人
橋梁長寿命化修繕計画に基づき

修繕した橋りょうの箇所数 0箇所 5箇所 9箇所

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 防災対策について関心を持ち、地域の防災訓練に積極的に参加する。
 ● 食料、飲料水などの生活必需品を備蓄するなど、災害時でも自宅で生活できるように事前

に備える。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 大雪時には、行政・事業者・地域が協働し、生活道路の除雪を円滑に進める。
 ● 防災訓練、応急給水訓練などを共同で行い、行政と市民の役割分担を確認し、連携する。
 ● 災害時に地域から取り残される人をなくすため、高齢者や町内会に所属していない人など

との関係づくりを進め、市民が主体となった災害対策を推進する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 防災対策をしっかり行っている災害に強いまちであることをアピールする。

〈分野別計画〉 地域防災計画、国民保護計画、防災5か年計画、耐震改修促進計画、水道事業ビジョン、上水道配水管更
新・耐震化基本計画、橋梁長寿命化修繕計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、国土強靱化地域計画
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施策

2 消防と救急体制の充実

めざす姿

 ● 市民一人ひとりが防火意識を高く持ち、また、市と関係機関とが連携して地域防災
力の向上に取り組むまちをめざします。

 ● 救急救命講習の受講やAED（自動体外式除細動器）P156の配備が進み、緊急時の救
急体制が整っているまちをめざします。

　火災予防のための啓発活動や消火活動など、地域での防火活動の中核を担う消防団
員の確保が困難になりつつあります。
　市民の安全を守るためには、消防団員を確保することが不可欠であることから、加入
促進のための効果的な啓発活動を実施するとともに、消防団員の負担の軽減や処遇の
改善により、参加したいと思える組織にしていく必要があります。また、活動に必要な装
備などの充実を図り、組織そのものの防災力の向上を図ることも重要な課題です。
　火災や事故、災害の発生時には、人命救助のための迅速な対応が求められ、自主的な
救護活動が必要となることもあります。一人ひとりが救急救命講習を積極的に受講する
とともに、公共施設などにAEDを適切に配備することが重要です。

現状と課題

市消防出初式 AED講習

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 3 み ん な で 取 り 組 む 安 全 ・ 安 心 な ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 住宅用火災警報器や消火器など火災から命を守るために必要な設備の設置を行う。
 ● 初期消火の方法や応急手当、心肺蘇生法の技術取得など有事の際に速やかに初動対応で

きるよう備える。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 地域と連携し、消防団員や防災士の増加に努める。
 ● 消防団員から消火訓練などの指導を受けるなど、市民と行政が協働し、防火体制を構築する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● どの地域でも防火・救急体制の構築に向けた取組が行われ、有事に強いまちであることを

アピールする。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 地域消防の強化
災害時の迅速な初動体制の確立のため、消防団員や地域
における防災士の確保に取り組むとともに、消防団、自警団
P153、自主防災組織などの活動に必要な装備の充実を図りま
す。
また、防火に関する情報発信を行うとともに、地域の実情に
合わせた防火活動を支援します。

・自警団の活動支援
・自主防災組織の資機材購入支援
・消防団の活動などの周知
・消防団の装備や資機材の整備
・防火に関する情報発信

2. 救急体制の充実
防災出前講座などで自助、共助の取組を紹介する中で、迅速
な人命救助の必要性について説明し、救急救命講習の受講
を促します。

・救急救命講習の紹介
・市内のAED設置施設の周知

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

消防団員の定員に対する充足率 84.4％ 88.8％ 92.5％
防災講座の実施数 3回 8回 13回

〈分野別計画〉 地域防災計画、国民保護計画、防災5か年計画
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施策

3 交通安全対策の強化

めざす姿

 ● 道路の補修や改良、交通安全に対する意識の醸成など、ハード・ソフト両面から交通
安全対策を行い、事故を起こさず、事故に遭わない安全なまちの実現をめざします。

　市内の交通事故の発生件数と交通事故による死傷者数は、近年減少傾向にあるもの
の、交通事故の防止は、行政や関係機関、そして市民一人ひとりが全力で取り組まなけ
ればなりません。
　安全に通行できる環境を整備するため、老朽化が進んでいる道路施設の補修や改良
に取り組む必要があるほか、大きな交通事故が起こりやすい場所については、信号機の
設置や白線の引き直しなど、必要な安全対策を迅速に実施できるよう警察などとの連絡
体制を強化する必要があります。
　また、交通事故の発生を防止するためには、市民の交通安全に対する意識のさらなる
向上に向け、新たな取組の検討が必要です。

現状と課題

交通安全教室 グリーンベルト

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 安全な歩行空間づくり
安全、快適で歩きたくなる歩行空間や通学路の確保のため、
歩道の改良や生活道路の改善を推進します。

・歩道改良やグリーンベルトP152の整備
・街路樹の維持管理の適正化

2. 交通安全についての啓発・指導
警察、交通安全協会など関係団体と連携して、交通安全に関
する啓発活動や街頭指導を実施します。

・交通安全教室の実施
・自転車や自動車の運転マナー向上の推進

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

歩道改良の延長（総延長） 6,200m 7,360m 8,010m
交通事故発生件数 127件 115件 103件

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 3 み ん な で 取 り 組 む 安 全 ・ 安 心 な ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 日頃から交通安全に対する意識を高く持ち、交通ルールを遵守して、交通事故の当事者と

ならないよう意識する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 交通安全協会や交通安全推進隊などの交通関係団体に加えて、事業所、町内会、各種団体

などが連携し、交通安全に対する効果的な啓発活動を行うなど、交通安全意識の高いまち
づくりに取り組む。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 歩きやすくゆとりがあるまち、交通事故件数が減っているまちとして市外にアピールする。

〈分野別計画〉 交通安全計画
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施策

4 防犯対策・消費者安全の
強化

めざす姿

 ● 市民一人ひとりが防犯意識を高く持ち、地域全体で防犯活動に取り組むまちをめざ
します。

 ● 市民が安全で安心して暮らすことができる、犯罪のないまちをめざします。

　全国的に犯罪件数そのものは減少傾向にありますが、高齢者が被害者となる比率が
高まっています。暴行や詐欺といった悪質な事件を未然に防ぐため、犯罪に関する最新
の情報を広く市民に周知し、日頃から犯罪被害に遭わないよう、市民一人ひとりが防犯
意識を高めることが重要です。
　また、複雑・巧妙化する消費者トラブルに対応できるよう、気軽に相談できる体制づく
りと、相談員の資質向上も求められます。
　このほか、各種団体が実施している防犯活動の相互の連携、公衆街路灯の設置や維
持管理、死角となる場所の解消など、地域全体で防犯に対する取組を充実させ、犯罪が
起こりにくい環境を整えることが重要です。

現状と課題

防犯パトロール 消費生活に関する啓発活動

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 3 み ん な で 取 り 組 む 安 全 ・ 安 心 な ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 市が発信する防犯、消費者トラブルなどの情報に関心を持ち、家庭内で話し合うとともに、

周囲の人とも情報共有する。また、市が行う講習会などに積極的に参加する。
 ● 日頃から防犯意識を高く持ち、施錠の徹底や防犯カメラの設置など、犯罪に遭いにくい環

境を整備する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 警察や防犯関係団体と連携して防犯講習会を実施し、防犯意識を高めるとともに、防犯パ

トロールの実施や防犯灯、防犯カメラなどの設置により、地域ぐるみで不審者が入り込みに
くい環境の整備に努める。

 ● 消費者被害やトラブルを未然に防ぐため、地域コミュニティ、民生委員・児童委員などと連
携しながら情報発信や情報共有に取り組む。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 各種取組により、犯罪が少ない状態を維持し、安全・安心に暮らせるまちとしてアピールす

る。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 防犯対策の強化
犯罪を抑止するため、防犯パトロールや防犯に関する情報発
信などを実施し、市民一人ひとりの防犯意識が高いまちづく
りを行います。

・防犯パトロールの実施
・自転車盗難防止のための啓発
・防犯カメラ設置の支援
・公衆街路灯の設置・維持費用の補助
・防犯に関する情報発信

2. 消費者の安全・安心の確保
市民が安心して相談できるよう、消費生活センターの相談体
制の充実を図るとともに、消費生活に関する啓発・教育を推
進します。

・消費生活センターの運営、相談体制の充実
・消費者教育の推進
・消費生活に関する情報提供、啓発活動

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

犯罪発生件数 303件 297件 291件
町内会防犯カメラ設置数（累計） 30台 60台 90台

消費生活研修会の開催数 28回 28回 28回
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基本目標

4

環境を考え、みんなで行動するまち

【 環 境 】
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N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 4 環 境 を 考 え 、 み ん な で 行 動 す る ま ち

施策

1 環境負荷の少ない
社会の構築

めざす姿

 ● 市民、事業者、行政が地球全体や地域の環境問題に対する理解を深め、環境保護に
つながる行動をとることで、環境負荷の少ない社会の構築をめざします。

　人々が安心して住み続けられる環境を将来にわたって維持する社会づくりに向けた関
心が高まっています。野々市市では、市内の大学とSDGs（持続可能な開発目標）P156に関
する連携協定を締結するなど、環境負荷の少ない社会づくりに向けた担い手の育成と普
及啓発に向けた取組を進めているところです。
　地球温暖化問題として知られる気候変動や、脱炭素社会P153・循環型社会P153の形成な
ど、地球環境問題については複雑で多様なテーマがあり、正しい理解と行動に向けた普
及啓発や教育の充実が求められているところです。そのためにも、幼少期から環境への
関心や意識づけを促し、環境保全の気運を高めていくことが重要です。

現状と課題

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 環境問題に関心を持ち、正しい知識を身に付ける。
 ● 公共交通の利用やエコドライブP151の推進のほか、近くの移動は徒歩や自転車を利用する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 各種団体や事業者と共に環境問題に関する教育活動や普及啓発を行い、環境保全の担い

手の拡大や育成を行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 市民や大学、事業者などと連携したSDGsや環境保全の取組について、市外に情報発信す

る。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 環境負荷の少ない社会の実現に向けた理解と行動の
促進

持続可能な社会の実現に向け、子どもから大人まで幅広い世
代を対象としたSDGsや環境問題、再生可能エネルギーP152

の利用などの普及啓発、教育活動の充実を図ります。

・大学や事業者などと連携したSDGsの推進
・学校などとの連携による、児童生徒やその保

護者に対する啓発の推進
・環境全般に係る啓発や教育活動の推進

2. 気候変動対策の推進
地球温暖化対策実行計画に基づき、市役所における省エネを
はじめとする、温室効果ガスの排出抑制に向けた取組を進め
ます。

・二酸化炭素排出抑制に係る啓発
・市役所における省エネの推進

3. 環境保全の担い手づくり
環境保全に関する活動を行うさまざまな団体の活動を支援
し、環境保全の担い手のすそ野の拡大と育成を図ります。

・NPOやボランティア団体の活動支援
・環境保全に係る団体との連携や活動支援

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

環境保全に係る普及啓発活動の件数 3件 6件 12件
市が主催する環境教育に関する

教室などの参加人数 54人 300人 600人

市の事務事業におけるCO2排出量
（現状値を100とした場合） 100 75 50

〈分野別計画〉 環境基本計画、地球温暖化対策実行計画

環境学習
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施策

2 自然環境と
生活環境の保全

めざす姿

 ● 美しく豊かな自然と快適な生活環境が守られた、季節の彩りを身近に感じることが
できるまちを実現します。

　私たちの暮らしは豊かな自然の恵みによって支えられています。また、野々市市のおい
しい飲料水などの水資源の多くは、霊峰白山を源とする地下水によってまかなわれてお
り、自然環境の保全に努めることは、私たちの生活環境を守ることにつながります。
　自然環境については、市内に残る緑地や農地といった緑の環境を適切に保全・管理す
ることで、さまざまな生物の生息地を守り、育てていくことが重要です。
　生活環境を守るためには、公害の発生を防ぐだけでなく、空き地の管理やペットの飼
育マナーの遵守など、まちの美化活動に日頃から取り組むことが重要です。また、健全な
公衆衛生の確保の観点から、市営墓地を整備し、適切に管理運営を行うことも求められ
ています。

現状と課題

市内の田園風景 メモリアルパークののいち
施設型合葬墓完成予想図

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 4 環 境 を 考 え 、 み ん な で 行 動 す る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● ごみ出しのルールを守る。
 ● ペットのふんを持ち帰る、ごみのポイ捨てをしないなど、まちの美化マナー向上に努める。
 ● 所有地を適正に管理する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 市民一斉美化清掃など、まちの美化に向けた取組を進める。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● ののいち椿館や椿山を通じて、野々市市のシンボルである椿のPRを行う。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 市内における自然環境の保全
市内の公園・緑地、農地、河川などの生物の生息地の保全に
努めます。

・緑地や農地の保全
・海や河川等の汚染防止に係る啓発

2. 持続的な地下水の保全と利用の調和
地下水保全調査などにより、地下水の適正利用と保全を図り
ます。

・環境分析調査の実施
・地下水採取規制審議会の運営

3. 快適な生活環境の確保
悪臭・騒音・雑草に関する相談や対応、大気・水質の観測な
ど、快適な生活環境の保全に努めます。また、若松墓地の管
理と新市営墓地公園の整備を行い、市民が生涯にわたり安
心して暮らすことができる環境を整備します。

・空き地の除草
・ペットなどの飼育マナーの啓発
・環境に係る苦情や相談への対応
・公害発生状況の把握と指導
・墓地の整備や管理運営

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

空き地の除草受託面積 5,738㎡ 4,800㎡ 4,000㎡

〈分野別計画〉 環境基本計画、地下水保全計画、緑の基本計画
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施策

3 循環型社会の形成

めざす姿

 ● 市民一人ひとりが環境問題を意識し、資源を大切に利用する循環型社会P153の実現
をめざします。

　野々市市では、一人当たりのごみ排出量は減少しているものの、人口の増加が続いて
いることから、ごみの総量を減少させることは簡単ではありません。
　野々市市では、市民や事業者の協力により、ごみをできるだけ減らす（Reduce：リ
デュース）、再利用する（Reuse：リユース）、再生利用を心がける（Recycle：リサイクル）
という3つのRを推進しています。
　循環型社会を実現するためには、まずごみの総量を減らす（Reduce：リデュース）努力
を続けるとともに、再利用（Reuse：リユース）を通じて長く使ってもらい、発生したごみに
ついては、適切に分別して再生利用（Recycle：リサイクル）し、最終的に処理される廃棄
物を減らしていくことが必要です。その上で、廃棄物を周辺の自治体と連携しながら適
正に処理していくことが重要です。

現状と課題

資源回収 エコステーション

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 4 環 境 を 考 え 、 み ん な で 行 動 す る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 3つのRについて理解し、取り組む。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 3つのRの普及啓発、実践を協働で行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 循環型社会の実現に向けて市民協働で取り組むまちとして、市外にアピールする。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 3つのRの推進
市民一人ひとりに環境問題を意識して、ごみの減量化などを
実践してもらうため、環境教育などの啓発活動を実施します。

・ごみ減量に向けた啓発活動の推進
・エコステーションの取組の推進
・分別収集区分の見直し
・事業系ごみの減量の促進
・ごみ回収有料化の検討

2. 廃棄物の適正処理
広域事務組合や近隣市町との連携などを通じて、廃棄物を
適正に処理します。また、災害時に大量に発生する災害廃棄
物の処理体制を整備します。

・白山野々市広域事務組合や近隣市町との連
携

・一般廃棄物処理業者に対する指導
・災害廃棄物処理計画の見直し

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

市民一人1日当たりの家庭から
排出されるごみの量 501g 468g 440g

人口一人1日当たりの事業所から
排出されるごみの量 337g 356g 328g

〈分野別計画〉 環境基本計画
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基本目標

5

あらゆる世代が交流しながら、
生涯にわたって学び、楽しめるまち

【 教 育・生 涯 学 習・文 化・ス ポ ー ツ 】
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N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 5 あ ら ゆ る 世 代 が 交 流 し な が ら 、生 涯 に わ た っ て 学 び 、楽 し め る ま ち

施策

1 学校教育の充実

めざす姿

 ● 地域や学校の実態、児童生徒の心身の発達の段階や特性を十分考慮し、確かな学力
（知）、豊かな人間性（徳）、健康・体力（体）の調和のとれた児童生徒の育成をめざし
ます。

　学校教育を通して、変化の激しいこれからの社会を生き抜くための児童生徒の「生き
る力」を育てるためには、地域や学校の実態、子どもたちの個性や特性を十分に考慮し
た上で、知・徳・体をバランスよく育成することが必要です。
　そのためには、学習指導要領P151で示された資質・能力を確実に育成するための人材
を確保し、研修などにより教員の指導力向上を図る必要があります。また、子どもたちの
道徳性を養うための道徳教育、主体性や学びに向かう力を高めるための探究活動や読
書活動、体験学習の充実を図ることが重要です。
　さらに、ICTP156機器の整備など次世代の教育に対応できる環境を整えるとともに、感
染症対策の徹底なども含め、誰もが学校で安心して快適に学ぶことができるよう学校施
設の適切な整備・保全を行うことが必要です。

現状と課題

タブレットPC活用授業 総合的な学習の時間（台湾との交流授業）

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 確かな学力をはぐくむ教育の推進
児童生徒の学ぶ意欲を引き出すため、教員の指導力向上を
図り、学習指導要領の円滑な実施に向けた組織的・継続的な
学力向上の取組を推進します。

・学力調査結果などを活用した指導法の工夫
改善の支援

・外国語指導助手P151の活用や研修の充実に
よる英語教育の推進

・時間外勤務時間の縮減など教職員の業務改
善の推進

2. 豊かな人間性をはぐくむ教育の推進
地域と共にある学校づくりや道徳教育などにより、児童生徒
の規範意識や他人を思いやる心を育むとともに、体験学習や
読書活動を通じて、豊かな人間性や学びに向かう力を育む取
組を進めます。
また、児童生徒の不安や悩みに寄り添う相談・支援体制の充
実を図り、いじめや不登校などの未然防止や早期発見、早期
対応に取り組みます。

・道徳教育の研究成果を生かした授業の改善
と充実

・総合的な学習の時間を中心とした探究学習
や体験学習の推進支援

・読書活動の推進支援
・ゲストティーチャーP152を招いての授業の

実施
・いじめ、不登校などの相談や支援の実施

3. 健やかな体をはぐくむ教育の推進
児童生徒の基本的な生活習慣の確立や地元食材を活用した
食育を推進し、健やかな体を育みます。

・健康に関する学級活動などの実施
・地元生産者との給食交流の実施や小学校給

食センターを活用した食育の推進

4. 安心、快適な学習環境づくり
学校施設の増築や長寿命化P154改修を計画的に実施し、次世
代の教育環境の整備や感染症対策の徹底など、子どもたちが
安心かつ快適に学習することができる環境をつくります。

・ICT環境の整備・充実
・老朽化した建物、設備の改修
・衛生用品の確保など感染症対策の実施

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

「勉強が好きだ」と答える
児童生徒の割合

小6　67.9％
中3　57.2％

小6　70.0％
中3　60.0％

小6　75.0％
中3　65.0％

「自分にはよいところがある」と答える
児童生徒の割合

小6　77.1％
中3　79.9％

小6　80.0％
中3　80.0％

小6　85.0％
中3　85.0％

全国体力・運動能力調査の結果 小5　51.9％
中2　49.9％

小5　52.5％
中2　51.0％

小5　53.0％
中2　51.5％

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● PTA活動への積極的な参加や家庭教育の充実に取り組む。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● ゲストティーチャーとしての参加や、場所・機会・資源の提供など、地域との連携による授業

に協力する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 県外への進学や就職後も野々市市との関わりを持ち続けたいと感じてもらえるように、子

どもたちが地域の人とのつながりの中でさまざまなことを学ぶことができる機会をつくる。

〈分野別計画〉 教育ユニバーサルプラン、公共施設個別施設計画、国土強靱化地域計画
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施策

2 みんなで取り組む
青少年の育成

めざす姿

 ● 未来を担う「ののいちっ子」の生きる力の育成に向け、子どもたちの学びにおける探
究課題やさまざまな生活上の課題について、家庭・地域・学校が一緒になって取り組
もうとする風土の醸成をめざします。

 ● 地域の企業やNPOなどさまざまな団体と連携し、地域全体で子どもたちの成長を見
守り、支える環境を整えます。

　情報化社会の進展や地域のつながりの希薄化など、社会の変化に伴って子どもたち
を取り巻く環境も日々変化しており、子どもたちの健やかな成長を関係者が連携して支
えていく必要があります。
　そのためには、学校は地域住民や保護者と力を合わせて学校運営に取り組むとともに、
家庭や地域は必要な人材や資源を学校に提供するなど、学習活動に積極的に参画するこ
とで、学校と地域が一丸となって子どもたちの成長を促していくことが求められます。
　学校外での教育を家庭だけに任せるのではなく、地域のボランティア活動への参加な
どを促すとともに、家庭の教育力を高める働きかけを行い、地域全体で子どもを見守る
環境をつくることが必要です。
　また、少年育成センターの活動の充実を図るとともに、“ののいちっ子を育てる”市民
会議をはじめとする青少年健全育成団体などと連携を図りながら、地域の教育力を高
めていくことが重要です。

現状と課題

放課後子ども教室（ネイチャーゲーム） 愛と和 ののいち5万人あいさつ運動

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 地域と共にある学校づくり
学校を中心とした地域との協働の取組を通じて、学校と地域
が一体となって子どもたちを育む風土づくりを進めます。

・「学校の応援団」による地域と学校の連携
・コミュニティ・スクールP152による地域と協

力した学校運営

2. 青少年の健全育成
子どもたちの安全・安心の確保に向けた取組を進めます。ま
た、ボランティアなどの活動を通じて子どもたちの社会参加
を促します。

・街頭巡視活動
・青少年ボランティア団体の活動支援

3. 学び合う、支え合う地域社会づくり
子どもの豊かな育ちの支援と、家庭の教育力の向上のため
に、さまざまな学習機会を提供します。

・家庭教育学級
・放課後子ども教室
・愛と和 ののいち5万人あいさつ運動
・子どもと大人のまちぐるみ美化清掃
・ノーネット・ノーゲーム・ノーテレビデーなど

家庭生活の健全化の取組の実施

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

街頭巡視活動の参加率 88％ 90％ 90％
青少年ボランティア登録者数 25人 33人 40人

ノーネット・ノーゲーム・
ノーテレビデーの認知率 76％ 78％ 80％

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 5 あ ら ゆ る 世 代 が 交 流 し な が ら 、生 涯 に わ た っ て 学 び 、楽 し め る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 子どもたちの見守りなど、積極的に地域活動に参加する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● さまざまな取組や活動を通じて、地域の子どもたちを地域の力で育てるという意識を醸成

する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 地域が一体となって児童生徒の育成に取り組んでいる好事例について積極的に発信する。

〈分野別計画〉 教育ユニバーサルプラン
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施策

3 生涯学習の充実

めざす姿

 ● 市民の誰もが生涯を通じて学ぶことができる機会や環境の充実をめざします。

 ● 学びを通じた世代間交流や相互に学び合う機会を拡充し、学びの成果が地域の活
性化につながるまちをめざします。

　学びは生涯を通じて人生を豊かに彩り、生きがいとなり得る要素であることから、「い
つでも」「どこでも」「誰でも」自由に学習することができ、そして、学んだ成果を活用する
ことができる環境を整えていくことが重要です。
　各地区にある公民館は、誰もが利用できる学び・活動の場となる拠点ですが、メン
バーの固定化や高齢化に悩むサークルが多く存在しています。このような状況にある
サークル活動の活発化を図るためにも、若者を含め、広く市民に活動内容を発信する場
を設け、興味を示した市民を引き込む仕掛けをつくり、また、若者から高齢者まで世代を
超えて交流し、学び合う機会につなげることが必要です。
　また、デジタル化P154の進展に対応するため、新しい技術を活用した学びの機会をつく
ることも求められます。

現状と課題

公民館のサークル活動 公民館でのICTツールを活用した講座

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 5 あ ら ゆ る 世 代 が 交 流 し な が ら 、生 涯 に わ た っ て 学 び 、楽 し め る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 公民館などで行う講座に興味を持ち参加する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 地域のさまざまなスキルを持った人の協力を得て催しなどを行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● カレードやカミーノなどの魅力ある生涯学習環境や、大学との連携などによる充実した生

涯学習の機会があることをアピールする。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 多種多様な学びの機会の提供
市民の希望や時代の要請に合わせた、多様な内容に触れら
れるプログラムを設け、時間や空間にとらわれず、「いつでも」

「どこでも」「誰でも」学べる機会の創出を進めます。

・幅広い内容の学習講座の開催
・ICTP156ツール、SNSP156などを活用した講

座や学びの機会の創出
・電子図書館の充実

2. さまざまな世代の社会参画と交流機会の提供
若者や高齢者を含む全ての人々が地域の課題解決に主体的
に関わり、さまざまな世代との交流を持ち、共に高め合うこと
ができる機会を提供し、地域の活性化につなげます。

・若者と高齢者が互いに得意分野で能力を発
揮できる行事や、知識を伝え合う講座の開
催

3. 生涯学習施設の利用促進
公民館、女性センター、市民学習センター、図書館などの施設
の利用を促します。

・市民のニーズに対応した施設の運用の改善
・施設利用における利便性などのPR
・施設のICT環境の整備

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

市立図書館貸出冊数（電子書籍含む） 533,094冊 631,000冊 676,000冊
生涯学習施設における

主催行事の開催数 114回 152回 160回

公民館、女性センター、
市民学習センター利用者数 94,213人 190,000人 200,000人

〈分野別計画〉 教育ユニバーサルプラン、子ども読書活動推進計画
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施策

4 文化活動の充実

めざす姿

 ● 市民が生きがいや心の豊かさを実感できるよう、日頃から、野々市市の歴史・文化・
芸術に親しむ機会や文化活動に参加できる機会の充実をめざします。

 ● 市内の伝統文化や文化財の保護・保全を行うとともに、市民が文化施設を利用しや
すい環境を実現します。

　文化芸術は、想像力豊かなひとづくりと活気あるまちづくりには欠かせないものであ
り、市民が普段から身近に感じることができる環境をつくっていくことが重要です。
　そのためには、文化会館フォルテなどの文化施設を活用し、芸術を鑑賞する機会や、
市民参加型の催し物の開催、文化芸術事業の充実など、市民が日頃から文化芸術活動
に親しむ機会を創出する必要があります。
　また、野々市市が先人から受け継いできた文化財や伝統文化を次世代に伝えるため、
文化財や史跡、伝統文化の調査・保存を進めるとともに、それらを活用していく必要があ
ります。 

現状と課題

市美術展 喜多家住宅

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 5 あ ら ゆ る 世 代 が 交 流 し な が ら 、生 涯 に わ た っ て 学 び 、楽 し め る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 市や団体などが開催する文化芸術事業に興味を持ち、積極的に参加する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 文化財の効果的な活用のため、関係団体などと連携して事業に取り組む。
 ● 子どもたちに野々市市の歴史や伝統文化を伝え、学ぶ機会をつくる。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 周辺自治体と美術展・音楽祭などを共同開催する。
 ● ホームページなどで、野々市市の歴史や伝統文化について情報発信する。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 市民文化・市民芸術の活性化
さまざまな文化芸術の事業を実施し、多くの市民に参加して
もらうことで、文化芸術に関わる人材のすそ野を広げ、文化
力の向上を図ります。

・市美術展の開催
・芸術鑑賞事業
・市民文化活動の紹介

2. 文化財と文化資産の保全・再整備と活用
市内の文化財について、調査研究を重ねることでその魅力を
高めるとともに、その成果を広く周知して市民の関心を高め、
文化資産の活用を進めます。

・喜多家住宅の保存活用
・末松廃寺跡再整備事業
・御経塚史跡公園の活用
・古代体験、歴史展、講演会など、文化財の普

及啓発

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

美術展来場者数 1,856人 2,150人 2,500人
ののいち椿まつりの来場者数 2,520人 6,500人 6,500人

文化財施設利用者数 4,309人 9,700人 10,000人

〈分野別計画〉 教育ユニバーサルプラン
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施策

5 スポーツ活動の充実

めざす姿

 ● 誰もが気軽にスポーツに親しみ、生涯にわたり健康的な体づくりができる機会の充
実をめざします。

 ● 幅広い世代の市民が、スポーツイベントやスポーツ団体の活動への参加、プロス
ポーツ選手との交流などを通じ、人と人とのつながりを育むことができるまちをめざ
します。

　スポーツは、人生をより豊かにし、充実したものとするとともに、心身の健康の保持や
増進につながるほか、娯楽や交流の場としても重要な役割を担っています。
　そのため、年齢、性別、障害の有無にかかわらず、生涯にわたりスポーツに取り組むこ
とやスポーツを観戦することなど、「いつでも」「どこでも」「誰でも」「いつまでも」スポー
ツを楽しめる環境づくりを関係団体と連携して、より一層進めることが重要です。
　また、スポーツ活動を野々市市全体でさらに盛んにするために、スポーツ団体のさら
なる活性化も必要です。スポーツ少年団や、アスリートの活動を支える体育協会加盟団
体の活動強化に向け、競技人口の増加や指導者の確保・育成などを今後も行っていくこ
とが求められます。

現状と課題

野々市じょんからの里マラソン大会 トリプルソフトバレー大会

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 5 あ ら ゆ る 世 代 が 交 流 し な が ら 、生 涯 に わ た っ て 学 び 、楽 し め る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 健康づくりや競技力の向上に向け、自主的にスポーツ施設を活用し、スポーツを楽しむ。
 ● 市や各種スポーツ団体が主催するイベントに積極的に参加する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 県内のスポーツチームと連携し、スポーツへの関心を高める取組を行う。
 ● スポーツフェスティバルやマラソン大会などの各種事業に協力して取り組む。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 市主催のマラソン大会における市外ランナーの参加増加を図るため、日本陸上競技連盟公

認コースの認定を取得し、イベントの魅力度、知名度を向上させる。
 ● さまざまなスポーツ競技の大会などを通じて野々市市の魅力をアピールする。

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 生涯スポーツの普及と振興
全ての市民が生涯にわたりスポーツを楽しみ、健康的な心と
体づくりを行えるよう、気軽に参加でき、スポーツを楽しめる
機会を提供します。
また、スポーツへの関心を高めるため、レベルの高いスポー
ツを観る機会を提供します。

・スポーツフェスティバル、マラソン大会など
のスポーツイベントの開催

・ニュースポーツP154普及事業
・スポーツを行うきっかけとなる各種教室の

開講
・県内プロスポーツチームとの共催事業

2. スポーツ団体の育成
野々市市のスポーツ競技人口の増加を図るため、スポーツ少
年団、体育協会の活動を支援するとともに、指導者の育成や、
大学、プロスポーツチームとの連携による競技力の強化を図
ります。

・スポーツ少年団や体育協会の活動への支援
・スポーツ指導者の育成
・石川県民体育大会への選手出場の支援
・大学やスポーツチームとの連携事業

3. スポーツ施設の利用促進と整備
誰もが安全・安心にスポーツを楽しめるよう、スポーツ施設
の利用促進のための取組や、施設の適切な維持管理・整備を
進めます。
また、スポーツ施設の老朽化への対応を進めるとともに、ス
ポーツ人口の増加やスポーツ需要の多様化に対応するため、
新たなスポーツ施設の整備を行います。

・スポーツ施設の修繕や改修
・体づくりからプロスポーツまで、幅広い活動

が可能となる新たなスポーツ施設の検討・
整備

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

野々市市認定スポーツクラブの
会員数 916人 1,000人 1,100人

市立の体育施設利用者数 389,999人 405,000人 420,000人

〈分野別計画〉 教育ユニバーサルプラン
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基本目標

6

みんなが働きたくなる、
活気のあるまち

【 産 業 振 興・地 域 振 興 】
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N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 6 み ん な が 働 き た く な る 、 活 気 の あ る ま ち

施策

1 商工業の活性化

めざす姿

 ● 起業・創業しやすい環境をつくり、事業者の活動を支援することで地域経済の活性
化、まちの魅力向上をめざします。

 ● 産学官P152の連携や事業者同士の連携を進め、地域資源を生かした野々市らしい産
業の創出をめざします。

　市内の経済活動を活性化させていくためには、地域経済の担い手となる事業者が時
代の変化に対応できるよう、また、新たな取組に挑戦できるよう支援することが求められ
ています。
　また、市内に複数の大学やいしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）P151が立地して
いる特色を生かし、新規創業や次世代産業P153、本社機能などの立地を促進していくこと
が重要です。
　野々市市では、野々市ブランドP154認定制度など、野々市らしい産品の発信を通じた地
域振興に取り組んでいますが、さらなる発展に向けて、産品の発掘や制度の改善、認定
後の販売促進などを進めていくことが重要です。
　これらに加え、感染症の流行や未曽有の大災害など、社会に大きな影響を与える事案
が発生した際にも、市内の中小企業・小規模事業者が事業を継続していけるよう、支援
や情報提供を迅速に行う仕組みづくりが求められます。

現状と課題

1の1 NONOICHI内シェアオフィス 野々市ブランド認定品

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 経営体質や基盤の強化
事業活動の活性化や経営基盤の強化に向けて、県や商工会
などと連携し、多様な支援施策の情報提供などを進めます。

・必要な支援策の構築と迅速な実施
・公的支援制度など、経営に必要な各種情報

の提供
・事業活動継続のための資金繰りなどに関す

る支援

2. 産学官連携による次世代産業の創出・育成
産学官での連携を進め、企業の本社機能移転の誘致や次世
代産業の創出・育成を進めます。

・産学官連携による次世代産業の創出・育成
・本社機能移転の補助

3. 創業支援の充実
起業に興味・関心や意欲のある人を支援できる環境づくりを
進め、地域の新たな需要や担い手を掘り起こし、創業支援を
進めます。また、創業者に対し初期段階での事業継続支援を
行います。

・新規創業に係る情報提供、補助制度、資金繰
り支援などの充実

・シェアオフィス、シェアキッチンなどの活用
促進

・創業に関するセミナーなどの開催

4. 地域資源やつながりを生かした産業の活性化
事業活動を活性化するため、事業者同士が連携できる機会
の確保を進めます。
また、「野々市ブランド」の魅力向上や認知度を高める取組を
進めます。

・交流イベントなどによる事業者同士の連携
促進

・野々市ブランド認定制度の推進
・県内外で開催される各種イベントを通じた

野々市ブランド認定品などのPR推進

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

産学官連携事業件数 3件 4件 5件
企業誘致件数

（計画期間中の累計） 1件 2件 4件

市の創業支援に基づく市内起業者数
（計画期間中の累計） 21人 100人 200人

野々市ブランド認定品数（累計） 5点 11点 16点

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 野々市ブランド認定品や野々市市にゆかりのある産品を購入するとともに、市外の人にそ

の魅力を伝える。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 野々市ブランド認定品や野々市市にゆかりのある産品について、事業者と行政が連携しプ

ロモーションを行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 野々市ブランド認定品や野々市市にゆかりのある産品を、市内外で積極的にプロモーショ

ンを行うとともに、インターネット販売などで多くの人に触れてもらう機会をつくることを
促す。
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施策

2 農業の活性化

めざす姿

 ● 地域産業を担う人々や市民全体で地産地消の推進を図りながら、野々市市の特性を
生かした農業と地域の活性化をめざします。

 ● 美しい景観ともなっている農地を保全するとともに、市民が気軽に農業に関わるこ
とができる環境づくりを進めます。

　農業の活性化に向けては、農産物の生産と消費ニーズを向上させていくことが必要で
す。
　農産物の生産については、農業者の高齢化や担い手不足、農地の減少など、現状は厳
しい状況となっていることから、新たな地域振興作物の生産やそれらを使用した特産品
の開発など、農業者の経営を支援するとともに、現存する農地の有効活用や環境に配慮
した農業の推進を図る必要があります。また、担い手の確保に向け、農業体験やイベント
などを通じて農業への関心を高め、すそ野の拡大を図るほか、新規就農者への技術支援
などに取り組むことが求められます。 
　農産物利用機会の拡大に向けては、イベントなどを通じて、「食」と農業、環境との関連
性について市民の関心を高めることや、学校給食をはじめ、市内で地産地消の取組を推
進するとともに、新たな地産品や特産品のPRを行い、野々市産の農産物の魅力を市内
外に広めていくことが求められます。

現状と課題

米づくり体験 フレッシュじょんから市

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 魅力ある農産物の生産支援
野々市産の農産物の魅力向上に向け、地域振興作物や特産
品をはじめとした付加価値の高い農作物の生産を支援しま
す。
また、農産物生産団体、農協、大学などと連携し、市内農産物
のブランド化や6次産業化P155を進めます。

・地場農産物の振興
・地域特産加工品の普及促進支援
・営農活性化の推進

2. 関係団体との連携による農業振興と地産地消の推進
関係団体との連携を強化し、農業体験や食の大切さを伝える
事業を通じ、農業や野々市産の農産物への市民の関心を高
めるとともに、地産地消につなげるための取組を進めます。ま
た、多面的な機能を有する農地や水路の保全に市民と共に
取り組みます。

・市民が農業を身近に感じられる取組の促進
（市民農園、学童農園など）

・地産地消の推進
・農地や水路の適切な保全

3. 経営基盤の強化と担い手の確保
農地の有効活用を進め、効率的で安定した農業者の経営基
盤の強化を支援するとともに、農業への関心を高め、担い手
の確保を進めます。また、土地や販路の確保、技術支援など、
未経験者でも安心して農業を始めやすい環境づくりを進めま
す。

・農業経営基盤の強化促進
・新規就農者への支援

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

地域特産物作付け面積 21a 35a 39a
特産物などのブランド化（累計） 2件 3件 4件
生産者団体などによる直売回数 68回 74回 81回

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 6 み ん な が 働 き た く な る 、 活 気 の あ る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 地場農産物の消費を心がけ、地産地消を意識する。
 ● 農業体験やイベントに参加し、農業や農産物について関心を持つ。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 市と農業者、飲食店で協力し、地元の農産物を気軽に食べてもらえる機会をつくる。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 県外で行われるイベント、マルシェなどへの参加や、ふるさと納税P155返礼品への出品によ

り、野々市産の農産物のPRを行う。

〈分野別計画〉 農業振興地域整備計画、食育推進計画
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施策

3 働きやすい環境づくり

めざす姿

 ● 個々の実情に応じ、多様な働き方を選ぶことができる仕組みや、誰もが働きやすい環
境の整備をめざします。

 ● 希望する全ての人が働くことができる受け皿の充実をめざします。

　地域の活力を維持し、市民が安心して安定した生活を送るために、誰もが働きやすい
環境づくり、働く機会の創出は非常に重要です。
　職場での差別やハラスメントは、就業環境を悪化させることに加え、職場の活力や生
産性も低下させることが指摘されています。また、近年では、ワーク・ライフ・バランスP155

を推進するため、出産・子育て、介護などと仕事との両立を支援する制度の整備が進ん
できています。このことから、関係機関と連携しながら、ライフステージに応じた柔軟な
働き方ができるよう、制度の利用を雇用主と従業員双方に促すなどの支援をしていくこ
とが重要です。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大などを契機に、全国的にテレワークP154の導入
が進んでいます。今後、地方に暮らしながら都市圏の会社に帰属した業務を行うなど、新
しい働き方が生まれる機運が高まっており、これらの変化に柔軟に対応していくことが
必要です。
　加えて、地域の活力を維持するためには、働く世代が地域に住み続けられることが重
要であり、市内大学の卒業生やUIJターンP156を希望する人の安定的な雇用の受け皿と
なる産業の誘致・創出・育成を進めることが必要です。

現状と課題

女性と企業をつなぐマッチング交流会

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 誰もが自分らしい働き方ができる環境づくりの推進
国や県などの関係機関と連携し、女性や若者、中高年齢者を
はじめとして、誰もがそれぞれのライフスタイルに応じて自分
らしく働くための環境づくりを進めます。

・新しい働き方応援事業の実施
・多様な働き方を後押しする創業支援
・関係機関と連携した就職支援
・事業者と働きたい人のマッチング支援

2. 安心して働くための経済基盤の支援
住宅取得支援や生活資金融資利子補給など、勤労者の生活
の安定に向けた支援を進めます。

・勤労者のための生活支援
・各労働団体への支援

3. 大学や県、周辺自治体と連携した大学生の定住促進
大学や石川中央都市圏P151域全体で連携し、学生の就業機
会確保のための取組を行います。

・関係機関と連携した県内就職についてのPR
・広域連携による学生の就業機会確保のため

の取組の実施

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

雇用増進奨励金の交付件数 6件 10件 10件
新しい働き方応援事業の啓発回数 1回 1回 1回

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 6 み ん な が 働 き た く な る 、 活 気 の あ る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 働きがいがあり、誰もが活躍できる職場づくりを推進する。
 ● 卒業後の進路として、県内企業への就職にも興味を持つ。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 働くニーズに応じて、関係機関と連携しながら就業機会の創出に取り組む。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 大学や周辺自治体と連携し、学生に向けて野々市市や石川県のPRを行う。
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施策

4 魅力の創造・発信による
にぎわいの創出

めざす姿

 ● 古くから伝わる歴史・文化資源と、新しく生み出される産品や拠点などの活用と情報
発信を図り、野々市市の魅力向上とにぎわいの創出をめざします。

　野々市市は、御経塚遺跡や末松廃寺跡といった歴史遺産のほか、国指定重要文化財 
喜多家住宅をはじめとした町家などが残る旧北国街道、伝統的なじょんから踊りなど、
魅力的な固有の歴史・文化を持つまちです。また、さまざまな団体や事業者が連携し、新
たな産品の開発やそのブランド化などが進められています。
　このような、多様な分野で守り、育てている地域資源を市民、関係団体、企業、大学な
どと連携して磨き上げるとともに、その魅力が広く知られ、にぎわいの創出につながるよ
う取り組む必要があります。
　また、情報発信のあり方についても、オンラインP151の活用や主に県外在住の野々市市
出身者で構成する野々市会などのさまざまな組織との連携のほか、社会状況に合わせ
た効果的な方法を検討し、取り組む必要があります。

現状と課題

旧北国街道 野々市じょんからまつり

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. ののいちの魅力創造
歴史的街並みや文化財など、今ある歴史・文化資源につい
て、保全や修復、魅力の再発見など、活用に向けた磨き上げを
進めます。
また、新たに生み出される産品や地域資源などについても、
関連団体との協働によりその魅力を高めていきます。その上
で、各地域資源につながりを持たせ、人の流れをつくる仕掛
けづくりに取り組みます。

・歴史資源や文化財を活用した魅力創造
・観光物産協会や各種ボランティア団体、企

業、大学などと連携した地域資源の魅力増
進

2. ののいちの魅力発信
野々市市の魅力を市民に知ってもらえるよう普及啓発を進め
ます。
また、市外や県外の人にも周知を図るため、野々市会をはじ
めとしたさまざまな組織と連携するとともに、多様な手段を
利用して、効果的に魅力を発信していきます。

・文化財普及啓発事業
・ホームページ、SNSP156などを用いた情報発

信
・野々市会などとの連携による魅力発信

3. ののいちのにぎわいづくり
安全に配慮したイベント運営に努めるとともに、イベントの企
画や開催に関して幅広い世代の市民の関心を高め、参加者
や担い手の育成を進めます。
また、感染症の拡大などの影響を踏まえ、新たな取組や手法
を検討します。

・本町通り周辺を含む旧北国街道のにぎわい
創出に向けた取組の実施

・じょんから踊りの担い手育成
・野々市じょんからまつり、ののいち椿まつり

の開催
・観光様式の変化に合わせた新たな取組の検

討

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

野々市市の魅力が他の地域に
発信されていると感じている市民の割合 27.8％ 32.0％ 36.0％

野々市じょんからまつり来場者数 32,219人 33,000人 33,000人
ののいち椿まつり来場者数 2,520人 6,500人 6,500人

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 6 み ん な が 働 き た く な る 、 活 気 の あ る ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 野々市市の魅力を市外や県外の友人や知人に伝える。
 ● 市や観光物産協会などが開催する事業やイベントに参加する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 関係団体と連携して、市内の魅力を発信できるイベントを開催する。
 ● 野々市らしい魅力・特色を市民、行政、事業者で連携してPRを行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 県内外のイベントなどにおいて野々市市の取組や魅力のPRを行う。
 ● じょんから踊りの継承に取り組み、じょんからファンを継続的に増加させる。
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基本目標

7

くらし充 実  快 適 がゆきとどくまち

【 都 市 基 盤 】
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N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 7 く ら し 充 実  快 適 が ゆ き と ど く ま ち

施策

1 魅力ある街並み形成と
住環境整備

めざす姿

 ● 居住・就業・憩い・にぎわいなどの各機能をバランスよく配置した暮らしやすい住環
境と魅力ある街並みの実現をめざします。

 ● ゆとりとやすらぎを感じられ、防災面での機能も果たす公園を中心とした緑の空間
づくりの充実をめざします。

　野々市市の人口は、緩やかに増加していますが、地区によっては減少しているところも
あり、長期的には野々市市全体でも減っていくことが予想されています。コンパクトな市
域の中で、計画的な基盤整備や土地利用を誘導することで、居住・就業・憩い・にぎわい
などの各機能をバランスよく配置していく必要があります。
　住環境については、人口の増加に対応した土地区画整理事業P154の施行や民間による
宅地開発などが進んでいる一方で、住み替えなどにより、空き家の数が増えていくことが
予想されます。良好な住環境を保つために、土地開発を適正に規制・誘導するとともに、
地域の特性を生かしたまちづくりや、空き家の適切な管理・活用に向けた取組が求めら
れます。
　また、まちの憩いの場である公園や生活に潤いを与える緑地は、魅力的な市街地、良好
な住環境に欠かせないものであるほか、防災面での役割など、求められる機能が多様に
なっているため、それらのニーズに対応しながら、適切に管理していくことが必要です。

現状と課題

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 魅力ある市街地と良好な住環境の創出
快適で魅力的な市街地と良好な住環境を確保するため、居
住・就業・憩い・にぎわいなどの各機能がバランスよく配置さ
れ、地域の特色を生かした、統一感のある街並みが維持され
るよう、計画的な土地利用を促進し、基盤整備を進めます。
また、土地開発の適正な規制や誘導、地区計画P154などの促
進、建築物に係る審査や指導、空き家対策、バリアフリー環境
の整備などを進め、安全で豊かさを実感できる質の高い居住
環境の確保に努めます。

・計画的な土地利用や基盤整備の促進
・立地適正化計画に基づく施設の適正配置と

居住の集約
・地区計画などによる良好な住環境の誘導
・狭あい道路P151整備事業
・空き家対策の推進
・市営住宅の良好な居住環境維持と長寿命化
P154

・店舗などのバリアフリー化の促進

2. 憩いと安心に満ちた緑の空間づくり
世代ごとの公園の使い方の違いや防災面の機能など、公園
に求められる多様なニーズに対応するとともに、市民による
花や緑を育てる活動を支えながら、憩いと安心に満ちた緑の
空間づくりを進めます。

・公園のリニューアル・長寿命化や拡張整備
・生け垣や花壇の設置促進

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

魅力ある住環境が整備されていると
感じている市民の割合 61.7％ 68.0％ 75.0％

地区計画や各種協定の導入地区（累計） 9地区 10地区 11地区
都市公園面積 33ha 34ha 35ha

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 生け垣や花壇の設置などを通じてまちに花や緑を増やす。
 ● 協力し合って美化清掃を行い、まちをきれいな状態に保つ。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 市民と行政が共に考えて、まちづくりや街並みづくりを進める。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 野々市市を巣立った後も「野々市市ってこんなまちだった」と思い出せるような美しく印象

的な街並みをつくっていく。

〈分野別計画〉 都市計画マスタープラン、立地適正化計画、公営住宅等長寿命化計画、空家等対策計画、緑の基
本計画

野々市中央公園と市街地
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施策

2 交通の円滑化と
公共交通網の充実

めざす姿

 ● 市民生活や経済活動を支えられるよう、都市間や市内を円滑かつ安全に移動できる
道路環境を実現します。

 ● 市内外の移動に際し、誰もが不便を感じないよう、地域公共交通の利便性の向上を
めざします。

　道路は市民生活や経済活動を支える重要な基盤です。都市間の移動を支える広域幹
線道路、市内をスムーズに移動できる都市計画道路の整備などを進めていく必要があり
ます。幹線道路の中には慢性的な渋滞が発生している箇所もあり、関係機関と連携して
解消に向けた取組を進めていく必要があります。
　また、冬季の円滑な交通を確保するためには、除雪体制や消融雪といった雪対策が重
要です。消融雪に係る設備の中には老朽化が進んでいるものもあるため、計画的な整備
と更新が必要です。
　一方で、高齢者や障害のある人、妊産婦などの交通弱者への配慮などの観点から、道
路や公共交通機関のバリアフリー化を推進することも重要です。野々市市では、コミュニ
ティバス「のっティ」の運行などを行っていますが、今後も交通事業者や市民、近隣自治
体などとも連携し、公共交通全体の利便性を高め、市民や市外から訪れる人が利用しや
すい環境を整える必要があります。

現状と課題

道路除雪 コミュニティバスのっティ

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 便利で快適な道路網の整備
広域交通の円滑化を図るため、重要な道路網を強化するとと
もに、市内の主要な幹線道路である国道や県道の渋滞解消
に向け、関係機関と連携し渋滞対策を推進します。
また、交通弱者が快適に移動できるバリアフリー環境の整備
を推進します。

・都市計画道路の整備
・道路のバリアフリー化の推進

2. 雪対策の充実
冬期間の円滑な交通を確保するため、消融雪施設の延伸や
継続的な除雪体制を確保するほか、市民や地域と協働した
効率的な除雪の仕組みづくりを進め、雪に強いまちづくりを
推進します。

・消融雪施設の延伸と修繕・更新
・除雪体制の確保

3. 地域公共交通の利便性向上
地域公共交通の維持や活性化、利便性向上を図るため、交通
事業者との連携を強化し、市民の移動ニーズに合わせた公共
交通網の構築や見直しを行います。

・交通事業者が行う地域公共交通の運営に対
する助成

・コミュニティバスの安全で効率的な運行

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

交通の円滑化と公共交通網の充実の
施策への満足度 32.8％ 36.0％ 40.0％

都市計画道路整備延長（総延長） 47km 48km 49km
コミュニティバス利用者数 126,247人 180,000人 200,000人

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 7 く ら し 充 実  快 適 が ゆ き と ど く ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 地域ぐるみで生活道路などの除雪に取り組む。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 市民や利用者の声を地域公共交通協議会で共有し、意見交換をしながらよりよい公共交

通網の実現に向けて検討する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● コミュニティバスをはじめとした地域公共交通や総合時刻表について、ホームページを通

して周知するなど、市外から訪れる人の利便性を図る。

〈分野別計画〉 都市計画マスタープラン、立地適正化計画、道路除雪実施計画、国土強靱化地域計画
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施策

3 安定した上下水道の運営

めざす姿

 ● 生活に欠かすことのできない大切な水資源を、安全かつ持続的に利用できるよう、
上下水道の適正な管理と安定的な運営を実現します。

　市民の生活に不可欠な上下水道を、安全で安定的に運営していくためには、水源の状
態の把握や施設の点検・調査など、関係する資源や施設・設備の状況を定期的に確認す
る必要があります。そして、今後、管路などの老朽化対策に多額の費用が必要となること
が見込まれていることから、計画的に修繕・更新を進める必要があります。
　また、住宅開発が進み人口が増加している中で、清潔な住環境を構築する観点から、
下水道への接続を促していくことも必要です。
　引き続き、安定的な上下水道の運営を続けるためには、このような経営環境や更新計
画を把握しながら、適切に料金を設定することにより、経営基盤の強化を図ることが重
要です。

現状と課題

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 安全で安定した水の供給
アセットマネジメントP151の視点のもと、施設の定期的な点
検を行い計画的な更新を行います。

・地下水源の状態の定期的な把握と適切な維
持管理の実施

・上水道管路の更新や耐震化

2. 衛生的で快適な下水道の整備
水洗化率を向上させ、清潔な生活環境づくりを進めるととも
に、ストックマネジメント計画に基づき施設の長寿命化P154

を実施します。

・水洗化普及促進活動の実施
・管路施設の点検・調査と計画的な改築

3. 水道事業と公共下水道事業経営基盤の強化
水道事業と公共下水道事業が、高い質を維持しながら安定
的に運営できるよう、計画的に事業を進めます。

・経営戦略の定期的な見直し
・水道料金と下水道使用料の料金の適正化

4. 上下水道の理解の促進
上下水道についての理解の促進を図ります。

・広報紙やパンフレット、ホームページなどに
よる情報発信

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

上水道管路の耐震適合率 48.5％ 53.0％ 58.0％
上水道事業における経常収支比率P152 115.8％ 110％以上 110％以上

下水道事業における経常収支比率 89.9％ 95％以上 100％以上

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 7 く ら し 充 実  快 適 が ゆ き と ど く ま ち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 自宅での水道メーター自己点検による漏水確認や、宅内の下水道設備の清掃を定期的に

行う。
 ● 下水道施設に負担がかからないように、不要な油などの不適切なものを下水道に流さない

ように工夫する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 浄水場など、水道施設周辺の除草や清掃を協働により行う。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 普段から生活で使用している水が霊峰白山を源とした、安全でおいしい水であることを広

くアピールする。

〈分野別計画〉 水道事業ビジョン、ストックマネジメント計画、国土強靱化地域計画

配水管の耐震化工事
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基本目標

8

多くの人に魅力が知られ、安心して
長く暮らせる、市民みんなが支えるまち

【 行 財 政 運 営 】
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N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 8 多 くの 人 に 魅 力 が 知 ら れ 、安 心し て 長 く暮 ら せ る 、市 民 み ん な が 支 え るまち

施策

1 開かれた市政の推進

めざす姿

 ● 市民が求める情報を提供するとともに、野々市市の取組をわかりやすく説明するこ
とで、市民が市政への理解を深め、市民の意見が反映される市政運営をめざします。

 ● 市民の視点に立った利便性の高いサービスを提供するとともに、身近で信頼される
市政運営をめざします。

　市民が必要としている情報を適時適切に提供するため、情報発信手段の多様化や情
報発信の効率化を図ることが必要です。
　広聴業務についても、市民の声を把握するための機会の充実を図るとともに、効果的
な仕組みの構築が必要であり、得られた市民の声から的確にニーズを捉えて、施策への
反映や市民の利便性の向上につなげる必要があります。

現状と課題

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 親しみのある広報広聴活動
時代に即した広報広聴活動を実施し、市民が市政を理解し、
参画しやすい取組を展開します。

・広報紙やホームページ、SNSP156などによる
広報

・ふれあいミーティング、ホームページのアク
セス解析やアンケートなどによる広聴

2. 窓口サービスの向上
事務手続きの効率化や多様な手段を通じて、窓口での手続き
の負担軽減を図ります。

・コンビニ交付サービスの利用促進
・行政手続きのオンライン化P151

3. 広域行政サービスの充実
近隣自治体とさらなる連携を図ることで、広域的に取り組ん
でいる行政サービスを充実させ、利便性の向上を図ります。

・石川中央都市圏P151における公共交通や災
害対策分野等での連携事業の推進

・公共施設などの総合管理における広域連携
の研究

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

開かれた市政の推進の
施策への満足度 37.5％ 41.0％ 45.0％

迅速で適切な行政サービスが
受けられていると感じた市民の割合 44.6％ 52.0％ 60.0％

石川中央都市圏ビジョンの個別事業数 77事業 80事業 82事業

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● まちづくりの主役としての自覚を持ち、市政に興味や関心を持つ。
 ● オンラインP151による行政手続制度を活用する。
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 市民にとっての便利な窓口についてさまざまな広聴活動を通じて共に考え、実現する。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 野々市市に関わるより多くの人に市の情報を届ける。広報ののいち
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施策

2 人材育成の推進

めざす姿

 ● 広い視野や経営的な視点を持ち、複雑化する行政課題や市民のニーズに対応する能
力を備えた、市民から信頼される職員の育成をめざします。

　暮らし方や働き方、価値観が多様化する中で市民が行政に求める公共サービスは多
岐にわたり、行政が取り組むべき業務は拡大し、複雑化しています。また、社会保障費の
増大など、市の財政を取り巻く状況は、年々厳しさを増しています。このような環境の中、
質の高いサービスを提供するためには、効果的かつ効率的な政策の企画立案能力を備
えた職員を育成する必要があります。
　そのためには、専門的知識を持つ人材や優秀な人材の確保に努めるとともに、育成を
視野においた人事異動の実施やさまざまな研修への参加により、職員個々の能力を高
めるほか、職員が長く活躍できる体制整備を行うことで、組織力を強化することが求め
られています。

現状と課題

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 人材育成を目的とした人事システム
幅広い視野と能力を養成し、職員の適性を見極め、能力に応
じた最適な配置を行います。

・異なる分野の業務を経験させる人事配置の
運用

・職員のライフステージの変化に応じた人事
制度の運用

2. 優秀な人材の確保と育成
優秀かつ多様な人材を確保するため積極的な採用を行うほ
か、高度な専門的能力と政策形成能力を高めるため積極的
な研修参加や自己研さんに取り組むことを推進し、人事評価
に反映します。

・専門資格取得者の採用や配置
・研修計画による自己啓発研修参加の推進
・人事評価者研修の実施

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

採用後10年間における
3部署以上の経験者の割合 50.0％ 100％ 100％

研修計画による
自己啓発研修参加職員の割合 8.9％ 12.0％ 15.0％

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 8 多 くの 人 に 魅 力 が 知 ら れ 、安 心し て 長 く暮 ら せ る 、市 民 み ん な が 支 え るまち

めざす姿に向けて…
▶市民と行政が協働で取り組めること
 ● 町内会などとの連携協力により、市職員が地域活動に積極的に参加する。

〈分野別計画〉 人材育成基本方針、次世代育成支援対策の推進及び女性の活躍の推進に係る特定事業主行動
計画

職員研修
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施策

3 安定した行財政運営の
推進

めざす姿

 ● 効率的な行政運営と安定した財政運営のもと、行政サービスが持続的に提供される
まちをめざします。

　今後見込まれる公共施設の老朽化に伴う更新や新型コロナウイルス感染症の拡大の
ような不測の事態にも対応するために、安定した行財政運営を進めることが求められて
います。
　そのためには、収入に応じて適切に支出の配分や抑制を図るとともに、新たな財源の
確保を図ることが重要です。
　公共施設の長寿命化P154による維持管理費用の平準化、事務事業の見直しなどによる
コスト削減を進め、市民サービスの効率化に取り組むとともに、市内への企業立地や本
社機能の移転促進などによる市税の増収、クラウドファンディングP151やネーミングラ
イツP154などさまざまな手法による収入の確保に取り組む必要があります。
　また、多様化する市民ニーズや行政課題に対応するため、柔軟な組織体制の整備を行
うとともに、デジタル化P154の推進により、限られた人員で効率的に行政運営を行うこと
が重要です。

現状と課題

施策の取組方針
取組概要 主 な 事 業

1. 健全な行財政運営の推進
行政改革P151や行政評価P151などを通して多様化する行政
課題に対応し、既存事業の徹底的な見直し、新たな手法によ
る財源確保など、持続可能な行財政運営の推進に努めます。

・行政改革大綱の進捗管理
・行政評価の実施
・クラウドファンディングやネーミングライツ

の実施、ふるさと納税P155の推進や新たな手
法による財源確保の検討・推進

2. 時代に応じた行政機構づくり
複雑化・多様化する市民ニーズや行政課題に対応できる、柔
軟な組織体制の編成を行います。

・職員に対する意識調査の実施
・業務改善の推進
・リスク管理体制の強化

3. 行政におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）
P154の推進

ICTP156を活用した業務効率化に取り組み、さらなる市民の
利便性や行政サービスの向上を図ります。

・行政手続きのオンライン化P151、AIP156・
RPAP156などの導入

・ペーパーレス会議P155の推進
・テレワークP154環境の整備
・自治体情報システム標準化P153対応

成果指標
成果指標 現 状 値 令和8年度 目標値

（5年後）
［参考］令和13年度 目標値

（10年後）

経常収支比率P152 96.0％ 93.0％以内 93.0％以内
AI・RPAなどの

革新的技術を活用した業務数 1業務 4業務 9業務

1年以内に縦割り行政の
弊害を感じたことのある職員の割合 23.7％ 14.0％ 10.0％

N O N O I C H I  基 本 目 標 ・ 8 多 くの 人 に 魅 力 が 知 ら れ 、安 心し て 長 く暮 ら せ る 、市 民 み ん な が 支 え るまち

めざす姿に向けて…
▶市民に期待すること
 ● 野々市市のふるさと納税を市外の友人や知人に勧める。
▶関係人口（野々市ファン）拡大に向けた取組
 ● 市外の人にふるさと納税などを通じて市の情報を届ける。

〈分野別計画〉 公共施設等総合管理計画

ふるさと納税返礼品
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資 料 編

D O C U M E N T S

04
c h a p t e r



１. 策定の組織体制

　この計画を策定するに当たり、市長の諮問機関としての「総合計画審議会」のほか、
「総合計画策定委員会」、「作業部会」という組織を設置しました。
　「総合計画審議会」でのご意見などを踏まえ、「総合計画策定委員会」で作成した計画
案の内容を「作業部会」で検討し、その検討内容を踏まえて「総合計画策定委員会」で修
正した計画案を「総合計画審議会」で最終的に審議する方法により、この計画を策定し
ました。

c h a p t e r  0 4   I ．策 定 の 経 緯

市長

総合計画審議会

議会

総合計画策定委員会

①諮問 ⑥答申

⑦議案上程

⑧議決

②意見

⑤提示総合計画の案を審議し、
市長に答申する。

○委員25人以内
（市の関係団体の代表者、
学識経験者、公募の市民
など）

作業部会

③指示 ④報告

総合計画策定委員会の
下部組織として、総合計画
の案の内容を検討する。

○部会員25人
（市の関係団体に所属され
ている人、公募による市民
15人＋市の職員10人）

総合計画の案を作成
する。

○委員7人
（副市長、教育長、部長）
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2. 策定経過

令和元年 9月 3日 令和元年度第1回総合計画審議会
令和 2 年 2月

3月
4日

11日
～ 第二次総合計画策定に係る意識調査の実施

（対象者：市民、出身者、職員）
4月 17日 令和2年度第1回総合計画策定委員会
7月 1日 令和2年度第2回総合計画策定委員会
8月 17日 令和2年度第3回総合計画策定委員会
9月 1日 令和2年度第1回総合計画審議会

10月 25日 「ののいち市民ワークショップ」の開催
11月 4日 令和2年度第2回総合計画審議会
11月 10日 第1回作業部会
11月 19日 第2回作業部会
12月 17日 第3回作業部会

令和 3 年 1月 25日 第4回作業部会
2月 17日 令和2年度第4回総合計画策定委員会
3月 23日 令和2年度第3回総合計画審議会
6月 3日 第5回作業部会
6月 7日 第6回作業部会
6月 28日 第7回作業部会
7月 10日 「ののいち若者みらいミーティング」の開催
7月 30日 令和3年度第1回総合計画策定委員会
8月
9月

19日
17日

～ 第二次総合計画（案）パブリックコメントの実施

10月 1日 令和3年度第2回総合計画策定委員会
10月 22日 令和3年度第1回総合計画審議会
11月 12日 第二次総合計画（案）を市長に答申

12月 1日 第二次総合計画基本構想を
令和3年第7回（12月）市議会定例会に上程

12月 20日 第二次総合計画基本構想について市議会定例会で議決
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１. 会議概要

　総合計画審議会は、第二次総合計画の策定について、各分野からの専門的な意見を
反映するほか、行政だけではなく市民参画により進めていくために、学識経験者や関係
団体の代表者、公募の市民により組織し、計画の内容について審議を進めました。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンラインP151で参加できるよう環
境を整えて会議を開催しました。

c h a p t e r  0 4   Ⅱ ．総 合 計 画 審 議 会

開催日 議事内容等

〈令和元年度第1回〉
令和元年9月3日

（1）会長及び副会長の選出について
（2）野々市市第一次総合計画について
（3）野々市市第二次総合計画の策定について

〈令和2年度第1回〉
令和2年9月1日

（1）令和元年度の取組について
（2）総合計画策定スケジュールについて
（3）市民参画での取組について
（4）総合計画策定作業部会の実施について
（5）市民意識調査の結果報告について
（6）基礎調査の結果報告について

〈令和2年度第2回〉
令和2年11月4日

（オンライン併用）

（1）野々市市第二次総合計画策定スケジュールについて
（2）まちづくりのための意識調査結果
　   市民・出身者・職員横断まとめについて

（3）作業部会の委員の決定について

〈令和2年度第3回〉
令和3年3月23日

（オンライン併用）

（1）第二次総合計画策定作業部会の開催内容について
（2）第二次総合計画　令和3年度策定スケジュール
（3）基本構想（素案）等について

〈令和3年度第1回〉
令和3年10月22日

（オンライン併用）

（1）第二次総合計画案に対するご意見と市の考え方について
（2）第二次総合計画の答申について

※この表には、第二次総合計画に関する事項のみ抜粋して掲載してあります。
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２. 審議会委員名簿 （五十音順：敬称省略）

役職 氏名 所属等

委員 朝倉 あづさ 声楽家

委員 上野 　弘子 野々市市各種女性団体連絡協議会

副会長 榎本 　俊樹 石川県立大学

委員 太田 利一郎 株式会社大日製作所

委員 笠間 　　悟 野々市市中央公民館

委員 堅田 　芳弘 野々市市観光物産協会

委員 北村 　　恒 野々市市商工会

委員 坂井 　和代 本町児童館ふれあいクラブ

委員 作田 　有子 野々市市小中学校長会

委員 澤村 　昭子 野々市市女性協議会

委員 シー 　里香 公募

会長 鹿田 　正昭 金沢工業大学

委員 関口 　　英 公募

委員 中塚 　　稔 公募

委員 中村 　昭一 野々市市文化協会

委員 初野 　健二 野々市農業協同組合

委員 東　 　伸明 野々市市民生委員児童委員協議会

委員 平泉 沙由里 公募

委員 藤田 　雅顯 野々市市連合町内会

委員 前田 　雄彦 株式会社北國銀行野々市支店

委員 松田 淳太郎 白山公共職業安定所

委員 宮川 　　渉 野々市市体育協会

委員 山下 真利奈 公募

委員 吉川 　明彦 公募

異動などにより途中退任された委員 

審議会での
役職 氏名 所属等

委員 狩谷 　満春 白山公共職業安定所

委員 田多野 和彦 野々市市中央公民館

委員 西村 　一正 野々市市商工会

委員 蜂屋 　大八 金沢大学

委員 前川　 一夫 野々市市民生委員児童委員協議会

委員 山本 　剛行 株式会社北國銀行野々市支店

委員 山本　 善明 野々市市小中学校長会
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１. 諮問

c h a p t e r  0 4   Ⅲ ．諮 問 ・ 答 申
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2. 答申

資
料
編

135



１. 実施概要

　市の現状や社会動向の変化を踏まえて次期総合計画を策定するに当たり、市民、出身
者を対象とし、市の印象やまちづくりへの参画に関する意向、施策の評価などを把握す
るための意識調査を実施しました。
　また、市民や出身者との意識などの違いを把握するため、同様の項目により、市職員を
対象とした調査も実施しました。
　実施の概要は、次のとおりです。

調査対象： ①市民　②出身者　③職員
調査方法： ①・②は郵送による配布・回収
 ③庁内システムを活用したメールによる配布・回収
調 査 日： 令和2年2月4日～3月11日

c h a p t e r  0 4   Ⅳ ．意 識 調 査

回答状況

種別 対象 対象数 回答数 回収率

市民 満20歳以上の野々市市民 3,500件 1,496件 42.7%

出身者 「野々市会」の会員 66件 33件 50.0%

職員 野々市市職員 263件 255件 97.0%

計 3,829件 1,784件 ―
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２. 調査結果概要

野々市市の印象
　市民の7割以上、出身者の9割以上が野々市市に誇りや愛着を感じており、野々市
市の全体的な印象として、「住みやすいまち」であると感じている人も、市民・職員で
9割を超えています。
　一方で、「個性あるまち」、「有名なまち」であると感じている人の割合は、市民・出身
者・職員ともに他の項目と比べて低い結果となっており、まちの知名度の向上や特色
の発揮に課題があることがうかがえました。

野々市市への誇りや愛着

あまり感じない
6.1％

全く感じない
1.9％

無回答
0.8％

強く感じる
28.1％

強く感じる
45.4％

強く感じる
36.9％

少し感じる
49.7％

少し感じる
48.5％

少し感じる
49.0％

どちらとも
いえない
13.4％

どちらともいえない
9.0％

あまり感じない
6.1％

あまり感じない
3.5％

全く感じない
1.6％

市民
n=1,496

出身者
n=33

職員
n=255
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c h a p t e r  0 4

野々市市全般の印象

0 20 40 60 80 100（％）

0 20 40 60 80 100（％）

明るいまち

美しいまち

便利なまち

活気のあるまち

豊かなまち

個性（特色）あるまち

有名なまち

自慢できるまち

ふれあいのあるまち

住みやすいまち

明るいまち

美しいまち

便利なまち

活気のあるまち

豊かなまち

個性（特色）あるまち

有名なまち

自慢できるまち

ふれあいのあるまち

住みやすいまち

市民
n=1,496

出身者
n=33

そう思う やや思う さほど思わない 無回答思わない

32.9 49.3 14.7
1.2
1.9

29.4 49.1 17.5
1.7
2.3

62.6 27.2 7.4
1.1
1.7

27.4 45.6 22.8
1.7
2.5

29.6 44.9 20.5
2.1
2.9

8.5 31.8 47.7 9.1 2.9

8.5 30.2 45.9 12.8 2.6

21.1 47.5 25.1
3.6
2.7

11.9 43.5 36.2 5.9 2.5

57.6 34.5 5.8
0.7
1.4

36.4 48.5 9.1 6.0

27.3 48.5 18.2 6.0

39.4 45.4 6.1 6.1 3.0

24.2 54.5 15.2 6.1

27.2 60.6 6.1 6.1

9.1 21.2 48.5 15.1 6.1

6.1 6.1 60.5 21.2 6.1

30.3 39.4 18.2 3.09.1

18.2 51.5 24.2 6.1

51.5 36.3 6.1 6.1資
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Ⅳ ．意 識 調 査

0 20 40 60 80 100（％）

そう思う やや思う さほど思わない 思わない

明るいまち

美しいまち

便利なまち

活気のあるまち

豊かなまち

個性（特色）あるまち

有名なまち

自慢できるまち

ふれあいのあるまち

住みやすいまち

職員
n=255

36.1 54.9 7.8 1.2

15.3 57.6 25.9 1.2

74.1 22.7 0.8

37.6 49.0 12.2 1.2

14.9 54.9 26.3 3.9

5.5 53.726.3 14.5

19.23.1 49.8 27.9

16.9 61.6 18.8 2.7

7.4 45.140.4 7.1

58.0 38.4 1.2

2.4

2.4
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c h a p t e r  0 4

暮らしの印象
　暮らしについての印象としては、「子どもから高齢者まで安心して暮らせる」、「子育
てしやすい」、「魅力ある住環境が整備されている」、「交通の利便性が高い」と感じてい
る人は、市民・職員ともに6割を超えており、おおむね暮らしやすいまちだと感じている
人が多いといえます。
　また、「市民と行政が共に協力してまちづくりを進めている」、「迅速で適切な行政
サービスが受けられる」と感じている人は、市民では5割以下となっていますが、職員

0 20 40 60 80 100（％）

迅速で適切な
行政サービスが受けられる

野々市市の魅力が
他の地域に発信されている

地域の資源を生かした
産業が根付いている

交通の利便性が高い

魅力ある住環境が
整備されている

文化活動やスポーツ活動が
盛んである

子どもたちの教育環境が
充実している

災害に対する備えが
できている

子育てしやすい

子どもから高齢者まで
安心して暮らせる

住民同士が支え合って
生活している

住民と行政が共に協力して
まちづくりを進めている

市民がまちづくりに
参加しやすい

市民
n=1,496

そう思う やや思う さほど思わない わからない 無回答思わない

9.2 31.4 39.6 7.0 9.7 3.1

8.5 34.6 33.5 8.0 11.9 3.5

37.68.0 36.2 8.2 6.7 3.3

22.5 50.2 16.5 3.34.6 2.9

20.0 42.0 15.6 3.3 15.4 3.7

7.4 32.0 35.4 7.8 14.2 3.2

11.8 39.6 23.8 4.3 17.0 3.5

14.3 36.8 28.8 5.1 11.8 3.2

14.8 46.9 24.3 4.75.6 3.7

25.9 35.3 22.1 12.6
1.6
2.5

3.4 19.3 41.2 14.8 17.9 3.4

5.0 22.9 40.2 14.4 14.4 3.1

34.210.4 31.2 7.8 13.6 2.8
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Ⅳ ．意 識 調 査

では6割を超えており、市民協働のまちづくりや行政サービスの印象には、市民と職員
で捉え方に差があることがうかがえます。
　一方で、「地域の資源を生かした産業が根付いている」、「野々市市の魅力が他の地
域に発信されている」と感じている人は、市民・職員ともに3割以下となっており、市の
全体的な印象での結果と同様に、まちの知名度の向上や特色の発揮に課題があるこ
とがうかがえます。

0 20 40 60 80 100（％）

迅速で適切な
行政サービスが受けられる

野々市市の魅力が
他の地域に発信されている

地域の資源を生かした
産業が根付いている

交通の利便性が高い

魅力ある住環境が
整備されている

文化活動やスポーツ活動が
盛んである

子どもたちの教育環境が
充実している

災害に対する備えが
できている

子育てしやすい

子どもから高齢者まで
安心して暮らせる

住民同士が支え合って
生活している

住民と行政が共に協力して
まちづくりを進めている

市民がまちづくりに
参加しやすい

職員
n=255

そう思う やや思う さほど思わない わからない 無回答思わない

10.2 42.0 33.7 7.8 6.3

8.6 53.3 27.5 6.7 3.9

37.73.1 42.4 9.0 7.8

18.4 58.0 16.1 1.6 5.9

0.418.0 48.2 16.1 2.8 14.5

6.3 45.9 32.9 7.1 7.8

11.8 44.7 24.3 3.9 15.3

6.3 44.3 36.9 5.5 7.0

23.1 54.9 14.5 2.8 4.7

24.3 37.3 27.4 10.2 0.8

1.2

2.0

10.2 51.8 27.8 9.0

23.5 47.8 21.6 5.1

64.316.5 12.1 6.3
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c h a p t e r  0 4

10年後の理想のまち
　10年後の理想のまちを実現するためのキーワードとしては、市民・出身者・職員の
全てで「子育て支援・教育」の回答割合が高くなっています。また、「暮らしやすい住環
境」、「公共交通」については、市民・職員で回答割合が他と比べて高くなっています。
　そのほか、市民では「健康・医療」、「高齢者・障害者福祉」について回答の割合が高
くなっています。

0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
（％） （％） （％）

市民協働・市民参加
定住・移住
多文化共生

男女共同参画
平和

地域での支え合い
健康・医療

高齢者・障害者福祉
子育て支援・教育

防災対策
防犯対策
交通安全
自然環境
ごみ対策

公害の防止・美化活動
生涯学習・文化・スポーツ

商工業の振興
農業の活性化
働きやすさ
観光振興

暮らしやすい住環境
公共交通

行財政運営
その他
無回答

市民 出身者 職員
n=1,496 n=33 n=255

19.4 
2.8 
2.4 

19.1 
19.4 

3.3 
6.1 
3.5 
2.5 
9.7 

1.6 
10.0 

4.9 
7.9 
7.2 
10.8 

20.1 
19.4 
20.8 

9.4 
3.5 
0.6 
1.1 
5.1 
1.9 

6.1 
12.1 

3.0 
12.1 

21.2 
9.1 
12.1 
9.1 

24.2 
15.2 

0.0 
0.0 

12.1 
0.0 

9.1 
3.0 

33.3 
6.1 

18.2 
3.0 
0.0 
6.1 
9.1 

0.0 
21.2 

4.7 
3.9 
10.2 

17.6 
22.7 

8.2 
3.9 
2.4 
9.0 
13.3 

1.6 
3.1 
2.0 
3.1 
4.7 
9.4 

31.8 
9.0 
14.9 
21.2 

2.0 
1.2 
3.1 

15.7 
10.2 
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Ⅳ ．意 識 調 査

今後の居住意向
　市民のうち、市内への継続した居住意向のある人の割合は8割以上となってい
ます。
　また、現在野々市市に住んでいる職員のうちで市内への継続した居住意向のある人
の割合も8割以上となっており、市民と職員ともに市内への居住意向が高いことがう
かがえます。　

職員
n=255

市民
n=1,496

無回答 1.5％

ずっと今の場所に
住み続けたい
51.6％

ずっと今の場所に
住み続けたい
25.9％現在野々市市に

住んでいない
40.8％

当分の間今の場所に
住み続けたい
21.2％

当分の間今の場所に
住み続けたい
31.4％

わからない
5.2％

わからない
3.9％

転勤等、仕事の
都合による 4.3％

県外に移りたい 1.9％

県内のどこかへ移りたい 0.6％

近くの市町へ移りたい 1.9％
市内の別の場所に移りたい 1.6％

転勤等、仕事の
都合による 1.6％

県外に移りたい 0.8％

市内の別の場所に移りたい 2.7％
近くの市町へ移りたい 2.3％

県内のどこかへ移りたい 0.8％
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　野々市市の未来についての市民の声を第二次総合計画に生かすことを目的として、市
民ワークショップを開催しました。新型コロナウイルス感染予防対策のため、市民ワーク
ショップとしては初めてオンラインでの開催とし、市民と市の若手職員の計25名が参加
しました。
　ワークショップでは、総合計画で定める予定の「市民生活」や「福祉・保健・医療」など
の基本目標の分野ごとに、日頃考えていることや「これからこうなってほしい」と思ってい
ることについて意見交換を行いました。

c h a p t e r  0 4   Ⅴ ．の の い ち 市 民 ワ ー クショップ
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c h a p t e r  0 4   Ⅵ ．の の いち若 者 みらいミーティング

　第二次総合計画の策定に当たり、野々市市の将来を担う若い世代の意見やアイデア
を取り入れる機会として、ののいち若者みらいミーティングを開催しました。市民ワーク
ショップと同じくオンラインで開催し、中学生、高校生、大学生と市の若手職員の計20名
が参加しました。
　ミーティングでは、未来に向けて「やりたいこと」、「自分たちにできること」などを話し
合い、自分たちでこれから取り組めることについてSDGs（持続可能な開発目標）P156の視
点を取り入れながら考えました。
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１. 作業部会の概要

　第二次総合計画の内容について、市民参画により検討するために、関係団体に所属さ
れている人、公募による市民と市の中堅職員で構成する「作業部会」を設置しました。
　作業部会では、ワークショップを通じて市の魅力や課題を整理した上で、基本目標や
10年後の将来都市像を検討したほか、将来都市像を実現するための分野ごとの具体的
な取組について検討しました。

c h a p t e r  0 4   Ⅶ ．作 業 部 会

開催日 内容

〈第1回〉
令和2年11月10日

［まちづくりの課題　～前半～］
総合計画についての理解を深めた後、参加者同士で自己紹介を行
いました。その後、「安全・安心」、「都市基盤」などの現在の総合計画
で定める分野ごとに魅力と課題を出し合いました。

〈第2回〉
令和2年11月19日

［まちづくりの課題　～後半～］
第1回で出し合った多くの意見を集約し、魅力や課題に共通する
キーワードを検討しました。

〈第3回〉
令和2年12月17日

［まちづくりの基本目標］
第2回で整理した内容に基づいて、今後の市の目標や行うべき取組
について意見を出し合いました。

〈第4回〉
令和3年1月25日

［将来都市像］
これまでの議論（魅力、課題、基本目標など）を踏まえて、10年後の
野々市市がどのようなまちをめざすかについて話し合い、集約して
将来都市像を検討しました。

〈第5回〉
令和3年6月3日

（オンラインで開催）
［基本計画］
基本目標ごとの「めざす姿」や「施策の取組方針」、「めざす姿に向け
て市民が行政と協働して取り組めること」などについて議論しまし
た。

〈第6回〉
令和3年6月7日

（オンラインで開催）

〈第7回〉
令和3年6月28日
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Ⅶ ．作 業 部 会c h a p t e r  0 4

２. 作業部会員名簿 （五十音順：敬称省略）

氏名 所属等

石田 　　修 公募

内澤 　友子 市職員

江川 　大祐 市職員

河除 　真琴 公募

北出 　達也 市職員

絹川 　善隆 公募

栗山 　武志 市職員

古源 　昭宏 アドベンチャードアーズ

小林 　慶一 野々市市商工会

米谷 　義浩 公募

榊原 　純道 市職員

生水 　達也 市職員

高瀬 　寿彦 野々市市社会福祉協議会

氏名 所属等

竹谷 　勇希 市職員

谷内 　絵里 市職員

津川 千亜紀 野々市市美術文化協会

鶴田 　啓子 公募

中田 　嘉浩 市職員

中村 　洋一 市職員

濱辺 　圭介 公募

林　 　夢太 株式会社林農産

水上 　正子 野々市市母子保健推進員

道下 　健人 １の１NONOICHI

村井 　繁夫 “ののいちっ子を育てる”市民会議

山本 　淑子 公募
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１. 庁内ワーキンググループの概要

　全庁的に第二次総合計画の策定に取り組むことに併せて、市の将来を担う若い年代
の職員のスキルアップを図ることを目的として、市の若手職員と中堅職員によりワーキ
ンググループを組織しました。
　ワーキンググループに所属する職員は、研修を受けた後、計画策定に当たり開催した
ワークショップや作業部会でファシリテーターP155の役割を担いながら、職員自身が担
当する職務の分野を超えて、市民と共に策定作業に取り組みました。

c h a p t e r  0 4   Ⅷ ．庁 内 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ

計画策定に向けた職員研修「まちづくり勉強会」の様子

２. 庁内ワーキンググループメンバー名簿 （五十音順）

区分 氏名

中堅職員

内澤 　友子 

江川 　大祐

北出 　達也

栗山 　武志

榊原 　純道

生水 　達也

竹谷 　勇希

谷内 　絵里

中田 　嘉浩

中村 　洋一

野崎 奈津子

区分 氏名

若手職員

石田 　有加

今井 　優衣

鈴木 　萌可

冨田 花奈子

長岡 　雄太

永下 　貴博

野田 　耕司

西嶋 　勇介

西村 　拓則

山下 　悠佑

山田 　　舞

横山 　直樹
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　検討を進めてきた第二次総合計画の内容について、市民などを対象に広くご意見や
ご提言を募集するため、パブリックコメントを実施しました。

c h a p t e r  0 4   Ⅸ ．パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト

実施期間 令和3年8月19日～9月17日

対象者

（1）野々市市に住所のある人
（2）野々市市内の事務所や事業所にお勤めの人
（3）野々市市に事務所や事業所をお持ちの人
（4）野々市市の学校に在学される人
（5）その他、計画の策定により利害関係を有する個人または法人

計画書の閲覧場所 市役所（企画課）、学びの杜ののいちカレード、市ホームページ

ご意見などの提出方法 郵送、電子メール、持参

募集の結果 6名　72件
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c h a p t e r  0 4   Ⅹ ．用 語 解 説  5 0 音 順 → アルファベット順

あ アセットマネジメント 社会インフラを資産（アセット）として位置づけ、計画的かつ戦略的
に、アセットの価値を維持し、高めるという考え方のことです。

アダプトプログラム

「アダプト」とは「養子縁組する」という意味で、企業や地域住民など
が道路や公園など一定の公共の場所の里親となり、定期的・継続的
に清掃や除雪などの活動を行い、行政がこれを支援する仕組みのこ
とです。

いしかわ大学連携
インキュベータ（i-BIRD）

独立行政法人中小企業基盤整備機構が、ライフサイエンス、医療、環
境、食品などの分野の事業化をサポートするために野々市市内に設
置した起業家育成賃貸（インキュベーション）施設のことです。

石川中央医療圏 石川県内の4市2町（金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内
灘町）で構成する医療圏のことです。

石川中央都市圏 石川県内の4市2町（金沢市・白山市・かほく市・野々市市・津幡町・内
灘町）で構成する圏域のことです。

雨水幹線 道路側溝などに集まった雨水を河川へ流すための雨水管などのこ
とです。

エコドライブ 環境負荷の軽減に配慮した自動車の運転方法や心がけのことです。

オンライン インターネットに接続している状態のことです。

オンライン化 インターネットを利用して行うことができるようにすることです。

か 外国語指導助手 主に小・中学校の英語の授業で日本人教師をサポートする外国人の
ことです。

学習指導要領
全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられる
ようにするため、文部科学省が定めている、各学校で教育課程（カリ
キュラム）を編成する際の基準のことです。

狭あい道路 対面通行の場合は自動車同士のすれ違いができない、一方通行の
場合は自動車の通行ができないほど道幅の狭い道路のことです。

行政改革
組織や事務を見直すなど、業務の効率性や行政サービスの質の向
上、経費節減などを目的として国や地方公共団体が行う改革のこと
です。

行政評価
効率的、効果的で透明性の高い行政運営を行うため、行政の実施す
る施策や事務事業を統一的な視点と手段で客観的に評価し、その
結果を計画策定、予算編成などに活用する仕組みのことです。

クラウドファンディング インターネットを通じて不特定多数の人から資金を調達する仕組み
のことです。
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c h a p t e r  0 4

か グリーンベルト 歩行者の安全を確保する目的で、車のドライバーへ歩道であること
を視覚的に認識させるため、路側帯を緑色に着色したものです。

経常収支比率

●施策 7-3（安定した上下水道の運営）
経常費用（営業活動によって生じる経常的な費用）が経常収益（営業
活動によって生じる経常的な収益）によって、どの程度まかなわれて
いるかを示す指標のことです。この比率が100％未満である場合、収
益（稼いだお金）で費用（支払うお金）をまかなえず経常損失が生じて
いることを意味します。
●施策 8-3（安定した行財政運営の推進）
人件費や扶助費、公債費などの義務的性格の経常経費に、地方税や
地方交付税などの一般財源がどの程度充てられているかを示す指
標のことです。この比率が低いほど、臨時的経費に使用できる一般
財源が多く、財政構造が弾力化に富んでいるといえます。

ゲストティーチャー 指導者として特別に学校に招いた、さまざまな知識や経験を有する
人（地域住民など）のことです。

健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のこ
とです。

国際交流員 地域の国際交流推進を図るために、地方公共団体が招致する外国
人のことです。

国土強靱化基本計画

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する
国土強靭化基本法に基づき国が定める計画で、国民生活や国民経
済に甚大な影響を及ぼすおそれのある大規模自然災害等に備えた
国土の全域にわたる強靭な国づくりに関する基本的な計画のこと
です。

子育て世代
包括支援センター

妊産婦や子どもの実情を把握するとともに、妊娠・出産・育児に関す
る相談を受け付け、必要に応じて支援プランの策定や関係機関との
連絡調整を行うなど、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支
援を一体的に提供する機関（組織）のことです。

コミュニティ・スクール 学校と地域住民等が協力して学校の運営に取り組み、地域と一体と
なって特色ある学校づくりを進めていく仕組みのことです。

さ
再生可能エネルギー

太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存
在する熱やバイオマスなど、エネルギー源として永続的に利用する
ことができると認められるもののことです。

サテライトオフィス 企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのことで
す。

産学官 産業（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・地方公共団
体）の三者を指します。
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Ⅹ ．用 語 解 説

さ シェアリングエコノミー モノ・サービスの共有を仲介するサービスや、これらによって成り立
つ経済の仕組みのことです。

ジェネリック医薬品
新薬（先発医薬品）と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全
性が同等な医薬品のことです。新薬の特許が切れた後に製造するた
め、開発費用が抑えられ、低価格で提供されています。

自警団 地域の住民で組織された、火災・水害などの非常時の初期活動にあ
たる人々のことです。

次世代産業 次世代を担う新たな産業のことです。

自然増減数 出生数から死亡数を差し引いた数のことです。

自治体情報システム
標準化

情報システムの共同利用による維持管理や改修コストの低減、行政
運営の効率化を目的として地方自治体の情報システムを標準化す
ることです。

市民活動団体 地域の課題解決のために、自主的に公益的な活動を行う団体のこと
です。

社会増減数 転入者数から転出者数を差し引いた数のことです。

循環型社会
ごみを減らすことやごみとしないで資源化すること、ごみを適正に
処分することにより、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷がで
きる限り低減される社会のことです。

人権擁護委員 人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広め
たりする活動をしている人のことです。

ステークホルダー 利害関係者のことです。

た

第4次産業革命

蒸気・石炭を動力源とする軽工業中心の経済発展や社会構造の
変革である第1次産業革命、電気・石油を新たな動力源とする重工
業中心の経済発展や社会構造の変革である第2次産業革命、コン
ピューターなどの電子技術やロボット技術を活用したマイクロエレ
クトロニクス革命である第3次産業革命に続く第4の産業革命のこ
とで、AI（人工知能）やIoT（モノのインターネット）などを核とする
技術革新のことです。

脱炭素社会
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、森林など
による「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることがで
きている社会のことです。

多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化の違いを認め合い、対
等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きて
いくことです。
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た 男女共同参画
（ジェンダー平等）

女性と男性が、互いに人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、
性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して社会に参加
するという考えのことです。

地域共生社会

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え
て、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世
代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き
がい、地域をともに創っていく社会のことです。

地区計画
周辺環境との調和や良好な市街地形成を図るため、ある一定の地
区を対象に、地区の特性に応じた建築物の建て方などをきめ細かく
定めるまちづくり計画のことです。

長寿命化 老朽化した施設について、不具合を直して施設の耐久性を高め、施
設の機能や性能を求められているレベルまで引き上げることです。

デジタル化

紙に表記されている情報などのアナログ形式の情報をコンピュータ
で処理できる情報に変換することです。また、デジタル技術を導入す
ることで、業務の効率化や経費の節減、新たな付加価値を創ること
などを推進することです。

デジタルトランス
フォーメーション（DX）

ICT（情報通信技術）の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い
方向に変化させることです。

テレワーク ICT（情報通信技術）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な
働き方のことです。

投資的経費 道路や学校、文化施設などの社会資本の形成と、その災害復旧に充
てられる経費のことです。

透水性舗装 雨水が地中に浸透しやすい舗装のことです。

土地区画整理事業 道路、公園、河川などの公共施設を整備し、土地の区画を整えて宅
地の利用の増進を図る事業のことです。

な ニュースポーツ 競技性を重視せず、誰でも参加できることを目的として新しく考案さ
れたスポーツの総称です。

認知症サポーター 認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその
家族に対してできる範囲で手助けする地域の応援者のことです。

認定こども園 教育・保育を一体的に行い、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持
つ、都道府県などの認定を受けた施設のことです。

ネーミングライツ 公共施設などの名称をつけられる権利（命名権）のことです。

野々市ブランド
野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかの工程が行われて
いる特色ある産品のうち、特に優れていると市が認定したもののこ
とです。

資
料
編

154



Ⅹ ．用 語 解 説

は ファシリテーター 会議を効率的に進めるための進行役のことです。

扶助費 生活保護の対象者、高齢者、児童、障害のある人などに行う支援の
ための費用のことです。

普通会計
地方公共団体における地方公営事業会計以外の会計で、一般会計
のほか、特別会計のうち地方公営事業会計に係るもの以外のものを
総務省の定める基準によりまとめたものです。

ふるさと納税
都道府県や市区町村に寄附をした場合に、確定申告などの手続き
を行うことで、寄附金額の一部が所得税と住民税から控除される制
度のことです。

フレイル 要介護状態に至る前段階であり、加齢により体や心の働きや社会的
なつながりが弱くなった状態のことです。

平均自立期間 日常生活に介護を要しない期間の平均のことで、介護保険における
要介護2～5の認定を受けていない期間を平均して算出しています。

ペーパーレス会議 会議資料をデータ化し、パソコンやタブレットなどで会議資料を見
ながら行う会議のことです。

放課後児童クラブ 保護者が共働き等により昼間家庭にいない間に小学生を預かり、遊
びや生活を支援し、健全育成を行う事業（施設）のことです。

ま 無形文化財 演劇・音楽・工芸技術その他の日本の無形の文化的所産で、歴史上
または芸術上価値の高いもののことです。

ら

6次産業化

1次産業である農林漁業と、2次産業である製造業、3次産業である
小売業などの事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村
の豊かな地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組のこ
とです。

わ ワーク・ライフ・バランス 日本語で「仕事と家庭生活の調和」と訳され、やりがいのある仕事と
充実した私生活を両立させる考え方のことです。
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A AED
（自動体外式除細動器）

けいれんし、血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になっ
た心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医
療機器のことです。

AI
Artificial Intelligence（人工知能）の略語で、人間の思考プロセス
と同じような形で動作するプログラム、あるいは人間が知的と感じ
る情報処理・技術のことです。

A類疾病 予防接種法により予防接種の努力義務が課せられている疾病のこ
とです。（結核、B型肝炎、ロタウイルスなど）

I ICT Information and Communication Technologyの略語で、情報
通信技術のことです。

IoT

Internet of Thingsの略語で、「モノのインターネット」と呼ばれて
います。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインター
ネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ化や
それに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すことが
期待されています。

R RPA Robotic Process Automationの略語で、人が行う定型的なパソコ
ン操作をソフトウェアのロボットが代替して自動化することです。

S

SDGs
（持続可能な開発目標）

Sustainable Development Goalsの略語です。2015年9月の国
連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界
をめざすための国際目標のことです。17のゴール・169のターゲッ
トから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one 
behind）」ことを誓っています。（採択された「持続可能な開発のた
めの2030アジェンダ」の内容は、国際連合広報センターなどのホー
ムページで掲載されています。）

SNS Social Networking Serviceの略語で、登録された利用者同士が
交流できるウェブサイトの会員制サービスのことです。

U

UIJターン

生まれ育った故郷から進学や就職を機に大都市圏に移住した後、再
び生まれ育った故郷に移住すること（Uターン）、生まれ育った故郷
から進学や就職を機に故郷にはない要素を求めて、故郷とは別の地
域に移住すること（Iターン）、生まれ育った故郷から進学や就職を機
に大都市圏に移住した後、故郷にほど近い地方都市に移住すること

（Jターン）の総称です。
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